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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２４年第７回美幌町議会定例会第２日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、６番松浦和浩さん、７番上杉晃

央さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（浅野俊伸君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましては、第１日目と同

様でありますので、御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日午後以

降欠席の旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

昨日に引き続き、通告順に発言を許しま

す。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君）〔登壇〕 さきに通告

してます、一般質問に入ります。

私は、今回広く農政についてということの

一般質問をいたしたいと思います。

私は、かね日ごろより、美幌町の経済基盤

をどのように向上させるか、雇用対策をどう

するか、そして美幌町の税収も含めて、美幌

町が経済力豊かな町を維持するために何をす

べきかということの中で、私は農政について

は、非常に関心のある政策と思っておりま

す。

その中で、今回その基盤整備のために必要

である２点について質問をいたします。

まず１点目、農業基盤整備の一つである堆

肥の確保についてであります。

道営土地改良事業として、経営体育成基盤

整備事業及び畑地帯総合土地改良事業が進め

られていますが、その中に、地力を増進させ

ることを目的として行われる土壌改良におい

て、その資材として堆肥も利用されます。

近年、美幌町においては、畜産農家の減少

により、町内での堆肥の確保が十分な状況と

なっていないと思われます。農作物は、地域

ごとに成長の度合いが異なり、その地域ごと

に土づくりが重要な課題と判断します。

よって、美幌町として堆肥の確保策が急務

と思われますので、町長の考えをお聞かせ願

いたい。

また、大型堆肥場の設置や、その事業の新

規事業先への支援策も必要と思われますが、

町長の考えをお聞かせ願いたい。

続きまして、関連質問としまして、畜産支

援策として、飼料の高騰対策について。

近年、畜産事業者が減少している傾向にあ

りますが、その大きな要因としては、飼料、

えさ価格の高どまりが経営を圧迫していると

思われます。

ことしに入り、北米大陸などでは大干ばつ

の状況であり、穀物等の価格が史上最高値を

迎える見通しとの推測も発表となりました。

飼料については、牧草サイレージや穀物等

からつくった配合飼料を利用しております

が、特に主力であります配合飼料は、輸入の
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比率が高い状況となっており、高騰への影響

は、甚大なものが予想されます。

畜産支援策として、飼料の高騰対策が急務

であると思われますので、美幌町としての対

策や、管内市町村との連携対策など、町長の

考えをお聞かせ願いたい。

以上、農政についてであります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 松浦議員の

御質問に、お答えを申し上げたいと思いま

す。

農政についてということであります。

農業基盤整備である堆肥の確保についてで

ありますが、健康な土づくりは、生産性の高

い安定した農業経営の基本であると認識して

いるところであり、第４次美幌町農業振興計

画におきましても、土づくりの推進は土壌診

断に基づく適正施肥、堆肥などの有機質の投

入、輪作体系の確立に向けた緑肥作物の導入

を推進することとしているところでありま

す。

町内における堆肥の確保状況ですが、畜産

農家の減少や、高齢化による労働力不足によ

り年々減少し、町内で必要とする堆肥が不足

している状況にあることから、ＪＡにおきま

しては、優良堆肥のあっせん事業に取り組

み、必要な堆肥の確保に努めているところで

あります。

今後におけます堆肥の確保は、町内ですべ

て賄うことは難しいものと考えており、これ

までにも一部行われております、畜産農家と

畑作専業農家の連携強化はもとより、ＪＡに

よるあっせん事業の推進により確保されてい

くものと考えております。

また、大型堆肥場の設置や、その事業の新

規事業先への支援策についてですが、その必

要性や役割など、関係団体と協議をしてまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願

いをいたしたいと思います。

次に、畜産支援策として、飼料の高騰対策

についてでありますが、家畜用配合飼料は、

原料の多くを海外からの輸入に依存してお

り、飼料穀物の国際相場や為替レートの動向

などにより、配合飼料価格に反映されており

ます。

本年６月以降、米国の深刻な干ばつによる

大幅な収穫減が見込まれ、今後の穀物価格の

高騰により、配合飼料価格が大幅値上げとな

ることが予想されております。

畜産経営における飼料費は、経営費全体に

占める割合が高いと考えられ、配合飼料価格

の高騰が経営に深刻な影響を与えるものと認

識しているところであります。

国では、配合飼料の上昇に対し、配合飼料

価格安定制度を設け、補てん金を畜産農家に

交付することにより、畜産経営の影響を緩和

しております。

配合飼料価格安定制度には、配合飼料価格

が直前１カ年の平均を上回った場合に、生産

者と飼料メーカーが積み立てた基金から補て

んする通常補てんと、輸入原料価格が直前１

カ年の平均と比べ、１１５％を超えた場合

に、国と飼料メーカーが積み立てた基金から

補てんする異常補てんの２段階の仕組みによ

り補てんが行われるものとなっており、これ

までの価格高騰についても補てんが実施され

てきております。

このような状況の中、オホーツク圏活性化

期成会としましては、飼料価格の高騰対策を

喫緊の課題ととらえ、国の配合飼料価格安定

制度の適正な運営を求めていくこととしてお

ります。

また、国においては、飼料自給率を平成２

２年度の２５％から３８％に引き上げること

を目標として、水田や耕作放棄地の有効活用

による飼料生産の増加、食品残渣など、未利

用資源の利用拡大の推進により、輸入原料に

依存した畜産から、国産飼料に立脚した畜産

への転換を推進することとしていることか

ら、本町におきましても、食品残渣などの利

用について、みらい農業センターを中心に、

大学機関と連携して、その可能性などについ

て調査研究を行うこととしておりますので、

御理解をお願いをいたしたいと思います。
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○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １点目の質問、２点

目の質問も連携した質問となっておりますの

で、この質問については、２個とも連携した

質問という形で質問に入ります。

まず、大きく一つ目の堆肥の製造の質問で

ございますけれども、我が美幌町には、集落

ごと、もしくは団体ごとに堆肥場等がありま

すけれども、私の聞き得た中では、その堆肥

そのものが、要するに美幌町以外の地域から

持ってくる場合もあるし、手に入らない場合

もあると。その中で、完熟堆肥をつくる時

期、期間等を考慮すると、やはり堆肥の安定

供給が必要なのかなと。

これについては、私、町会議員になった後

の農業政策の一般質問の中でも、一部触れた

こともありますけれども、たまたま私の堆肥

についての調査の中で、特にオホーツクと十

勝圏の堆肥場の考え方が違うと。

オホーツク圏については、共同の大きい堆

肥場の設置が少なく、帯広地区については、

市町村ごとに、地域の堆肥場は地域でつくろ

うという動きの中で、特に大型堆肥場をＪＡ

もしくは自治体等の動きの中でやっている

と。その結果、地域ごとに、地域に合った堆

肥をつくろうということの中で、とある町に

おいては、帯広管内下位だった収穫高が、共

同堆肥場のおかげで、今上位に転換している

という情報もあって、そのとき、その堆肥そ

のものが天日干しだとか、倉庫の屋根がある

だとかいう部分の研究もした結果、やり方次

第では、投資が少なくてもいい堆肥ができる

というような方向性の話も聞いております。

我が美幌町において、今ここ数年間、今後

団体営の工事だとか、畑地総合開発も含め

て、数年間地域の畑の基盤整備が見込みある

と。そうなりますと、美幌町で今仮に、これ

から堆肥場をつくって運用したとしても、少

なくとも２年で完熟のいいものができるとし

た場合、まだまだ今後における美幌町の基盤

整備には、間に合うのではないかなというふ

うな考えを僕は持ちました。

なぜ美幌町に、この堆肥場をつくって、美

幌町の堆肥をつくるかということの話でござ

いますけれども、地域によって土壌の菌もし

くは成分が違うと。その中で、地域にないも

のを持ち込む必要はないのかなと。逆に言え

ば、同じ作物でも、地域によって成長なり味

が違うというのは、その地域の土壌の問題と

天候だとかによって、同じ製品でも味、大き

さが違います。そうなると、我が町は一次産

業の町ということ、基幹産業であるというこ

と。

これから、今景気が悪い中、今日本全国挙

げて、６次産業化を目指している農業政策を

展開されています。その中で、個々の農業の

話でなく、美幌町の経済基盤を上げるため

に、今しっかりと生産物を守る、いいものを

つくるという観念から、私は堆肥について、

美幌町で再度検討に入るべきではなかろうか

と思っています。

まず１点目、この美幌町で堆肥をつくる考

えもしくは堆肥をつくる計画等、町長のほう

で何かお持ちであれば、御答弁お願いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 堆肥づくりは、土づ

くりだと思っております。農業の安定的な経

営を続けるためには、やはり土づくりをしっ

かりしなければいけない、その中で堆肥とい

うものが極めて重要だと思っております。

堆肥は、肥料と、あと土壌改良というよう

な二つ目の面を持っていると思いますけれど

も、やはり堆肥は非常に遅効性があるという

ことで、長い期間堆肥は非常にもつと、土に

いいということであります。

それで、今のお話を聞いておりますと、一

つには、畑作農家における堆肥をどうするか

ということと、畑総工事を含めて、土壌改良

材としての堆肥をどうするかという、多分そ

ういうお話をされたのではないかと思います

けれども、一つ目の畑作農家にとって、今約

１万ヘクタール弱の面積があります。そのう

ち、畑作三品と言われているものにかかる面
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積が、約６,５９８ヘクタールあります。し

たがって、この堆肥をどうするかということ

は、秋まき小麦の後に、例えば堆肥を入れて

いくということになると、全体で美幌町は３

万２,０００トンぐらい必要だという推計で

す。あくまでも推計ですから。これのうち、

では調達先どうなっているかというと、町内

の畜産酪農農家からの調達が、約６割と言わ

れております。それから、農協のあっせん事

業で約１２％、残りが自己調達ということ

で、町外から、これは買うか、もしくは、例

えば麦のとった後の麦わらを交換するだとか

ということで、自己調達ということが約２７

％ということであります。

それで、もう一つは、畑総だとか経営体育

成の中で、土壌改良材として堆肥を使うとい

うことは、これは発注はオホーツク振興局の

発注で、それは設計の中で、こういったもの

の仕様で、それに基づいて土壌改良材を調達

するということですから、それについては、

それぞれの業者がその土地に合った、設計に

合った堆肥を調達するということであります

ので、土づくりのことは非常に重要だという

ことはわかりますけれども、状況としては、

今これからのことを含めて、大変な状況にな

るというのは、松浦議員のおっしゃるとお

り、酪農・畜産農家が少なくなってくるとい

うことで、将来にわたって厳しい状況になる

ということは承知しておりますけれども、こ

れは町だけでどうするということではなく

て、やはり関係機関、団体、経済団体を含め

て、ともにやっぱり考えていく問題だと思っ

ております。

大型堆肥場というイメージも、ちょっとわ

いてきません。どれぐらい大きいで、どれだ

けのものを生産して、どれだけの農家に供給

するかということも、ちょっと今お話、質問

の内容ではわかりかねるので、直ちにわかり

ましたということにはならないと、そのよう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今の町長の答弁の中

で、今の方向性についての理解は、町長も

思っているのだなということが理解できまし

た。

どのぐらいの大きさかといいましても、面

積なのか、トン数なのかということになりま

すと、やはり２万トン級の堆肥場、要するに

最低でも１万トンを超える堆肥場が、きちん

とした確保が必要ではないかと思っていま

す。

実は、この堆肥につきましては、各個々の

集落なりが堆肥をつくっていますけれども、

認定の堆肥場という形登録して、認定の堆肥

の登録になっていれば、公共工事の堆肥とし

とて使えますけれども、認定になっていなけ

れば、自前でつくる分のオーケーの範囲なの

です。足りない場合は、その堆肥を公共工事

には使えないというのが堆肥の認定行為に

なっていますので、これは四、五年前にも同

じ現象が起きたのです、管内でも。

その中で、この堆肥の確保、堆肥の中身の

成分等もしくは場所について、環境対策も含

めてしっかりと取り組むべきという形、実は

農業者のほうからも、美幌町で言えばＪＡだ

とか、そういうところにも相当苦言が行って

いたはずだったと私も聞いています。私もそ

のときに、その話を聞いた一人でございま

す。

今回、何が問題かと言うよりは、これだけ

堆肥が必要だと言う前に、やはり環境、そし

て地域特性を考えたときに、もう美幌町とし

て、しっかりと農業対策の中の土づくりとい

う部分についての政策を、私は目指すべきと

考えました。

その理由の中には、そういう産業が一つで

もできれば、そこに新たな雇用、新たな投資

が生まれるのでなかろうかと。

我が町にも、まだまだ仕事を探している

人、もしくは低収入の人、安定した職場につ

けない人方がまだまだおります。そういうた

めに、私はないものは早くつくるべき、早く

産業を興すべきと考えております。

これが美幌町だけでやればいいというもの
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だとは、思っておりません。美幌町には、多

くの森林面積がありまして、間伐材だとか、

使わなくなった木材等も山ほどあります。

実は、今美幌町でもペレットボイラー、

チップボイラーだとかの部分で、そういう木

材も利用してますけれども、その一部の木材

が、すべてが畑の堆肥には使えませんけれど

も、バーク堆肥だとか、そういう分の運用等

も、ある程度検討に入るべきかなと私も考え

てました。

ただ、たまたま数年前、足寄にお邪魔した

ときに、足寄でやっているペレットボイラー

の工場の担当者からの話を聞いた中では、帯

広地区、特に十勝方面の畜産関係に行く間伐

材が多くなっていると。何で地元の間伐材が

地元になくなるのと。実は、牛の育成の仕方

がよくなりまして、牛の個体が一回り以上大

きくなっている、肥育でも、飼育でも。そう

なると、要するにおが、そういうのが使う量

がふえていると。そうなると、畜産が大きく

なると間伐材もそちらに消えると。当然エネ

ルギー対策だとか、堆肥のほうに回るのも減

ると。なかなかリンクしない話でございます

けれども、すべてがリンクはしてませんけれ

ども、どちらかが多くなれば、どちらかが減

る。どちらかがだめになれば、何かもだめに

なると考えたときに、私は森林認証の町、そ

して環境を守る町として、再度この堆肥の推

進について、美幌町として、林業の関係の方

も含めた中で、土づくりの基本的な体制を一

日でも早く動くべきと思っています。

この堆肥場について、私もなかなか法律の

中で言う補助金だとか、支援策について詳し

くまだ解明できてませんが、美幌町には、先

ほど町長もおっしゃいました、１万町歩の畑

のうち、休耕田なり遊休地もあると。

また、私は、美幌町にも美幌町の財産とし

て持ち得ている不動産、要するに土地等もあ

るのでなかろうかと。その中で、もし一部で

もこの堆肥場に利用できる場所が、提供でき

る、もしくは売れるとなった場合、私は早急

に美幌町として、その動きに乗るべきでない

か、もしくは同時に新産業を目指す企業との

連携を今すぐやるべきでないかということを

考えてますので、再度町長に、この分につい

て再度もう一度御確認します。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） たくさんの質問があ

りましたので、抜けていたら、また御指摘を

いただきたいと思いますけれども、１万トン

の堆肥をつくる、その施設というのは、

ちょっと想像としては非常に難しいし、その

運営、その中でどういうふうにやるかという

のは、ちょっと想像できにくいのですけれど

も、美幌町には、道営畑総で堆肥場を共同で

つくろうと、堆肥を共同でつくろうという施

設が、実は平成１５年、１６年に、４カ所実

はできております。その中で、最大の生産量

を誇っているところが、１,３００トンぐら

いだと聞いておりますので、１,３００とい

うのはかなり、端から見ても大きな施設に

なっていますので、これが１万トンとなる

と、相当大きな施設になるというようなこと

でありますので、これはイメージできないか

らだめだという話ではなくて、分散してつく

るとかとか、いろいろな方法あると思います

けれども、これは極めて将来に向かっての研

究課題ではないかなと思います。

それと工事、畑総だとかの農業土木で使う

土壌改良材としての堆肥の苦情があるという

ことであれば、これは先ほど言ったように、

発注は東部耕地出張所ですので、我が町の畑

に不適切な材が入ってくるということになる

と、土地自体が、せっかく土づくりをしよう

という中で、そういうことにならないと思い

ますので、具体的な形で、後ほどでいいです

から、言っていただければ、我々はしっかり

とそれはお伝えしていきたいと思っておりま

す。我々が発注する側でないので、ただ先ほ

ども言ったように、農業土木自体は、設計に

基づいて発注しているので、もちろん検定も

やっておられると思いますので、具体的な苦

情については、お話しいただげればしっかり

とつないでいきたいと、そんなふうに思って
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おります。

また、この堆肥場を通じての雇用の問題で

ありますけれども、これは堆肥場にかかわら

ず、いろいろな産業の中で、やはり雇用の確

保を目指すというのは、それはもう私どもも

望むところであります。

とりわけ木材の関係で言うと、森林組合が

毎年地元の学校卒業の方を定期的にとってい

ただいているというようなこともありますの

で、そういった努力はしっかりとやはり我々

も現状認識として持たなければいけない。そ

して、新たな雇用をどう起こすかについて

は、これはもう農業、林業にかかわらず、す

べての産業にかかわるものでありますので、

そういった努力はしていきたいと思います。

それと間伐材を使ってという話ですけれど

も、多分一番美幌で、山から木を切ってき

て、それを加工して、一番大きくやっておら

れるのは森林組合だと思いますけれども、以

前にお話聞きますと、歩どまりはもう１００

％近いということで、１本の木がいろいろな

形でラミネで出したり、あるいはチップで出

したり、おがで出したり、さまざまなことで

無駄なく使っているということでありますか

ら、決してリンクしてないということではな

くて、地域の山をしっかり管理された山でつ

くって、それをしっかりと利用させていただ

く。大地の恵みをしっかりと利用させて、ま

た守る育てていくということですから、これ

はもう地球環境にもそうですし、地域の環境

にもリンクしているということで、決してリ

ンクしてないということではないと思いま

す。

あと、休耕田と、それから町有地あればと

いうことですけれども、町有地で今思いつく

ところは、ちょっと考え、その規模にもよる

と思いますので、ちょっとわかりませんけれ

ども、休耕田というか、転作の中で多分一番

多いのは麦だと思います。これは戸別所得補

償の中で、しっかりと所得補償の対象になっ

ているので、多分植えているので、そこに堆

肥場をつくるというのは、なかなか厳しいの

ではないかな、そんなふうに思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 先ほど、リンクして

ないでなくて、リンクしてない部分もあると

いう僕の表現だったのですけれども、町長の

答弁の中で、産業対策、雇用対策について

は、農業だけでなく、幅広い産業界というこ

とですけれども、私はその中の、今この農業

についての雇用対策ということを強調したの

であって、町長の言ったことより、ピンポイ

ントで絞った話をさせていただきます。

この堆肥、結構時間もかかるし、管理も大

変となりますと、生産者の方々も共同でやっ

ていますけれども、逆にそういう部分を農業

生産のほうにきちんと時間をつけてもらい、

そして堆肥については、しっかりとした産業

として興すと。その部分で、農業のさらなる

発展が望めると。ですから私は、この堆肥場

そのものの考え方について、産業として考え

るべきという考えでございますので、再度こ

の辺について、さらなる町長のほうもしっか

りと取り組んでもらいたいと思っています。

先ほど、最後に質問した、美幌町の土地だ

とか、使えるところについてですけれども、

先ほど町長も、１万トン規模であれば相当大

きいけれども、分散もできないかという意見

も町長からも言われましたけれども、私も分

散でもいいのかなと。そうなりますと、美幌

町で使える遊休地とか、本当に汚染の関係、

要するに自然災害から被害を受けないだと

か、地域とのコミュニティーがとれるだと

か、そういう場所の選定というのは、随時し

てもいいのでないかなと。逆に、僕はこうい

う、今景気が悪い中でございますので、これ

も一つの産業対策の一環として取り組んでも

らいたいと思いますが、時間が来てますの

で、関連として、次の質問に入ります。

同じく畜産関係にまた及びますけれども、

今回畜産支援策としてのえさの高騰という部

分について、私がなぜ今回この質問をしよう

かといった背景には、えさの高騰だけでな



－ 9 －

く、先月ですか、政府のほうでＢＳＥ対策後

の牛の輸入ということで、２０カ月の牛、そ

れを３０カ月に拡大するという動きが出され

ました。その中で、私も個体の輸入量の計算

式がよく理解してなかったのですけれども、

その中で出た話の一部で、２０カ月であれ

ば、約その牛１頭に対する部位の２０％が輸

入の範囲と。ところが、３０カ月になると、

９０％の部位が輸入できることになると。当

然部位によって、トン数だとか量が違います

けれども、逆に言えば、部位でいくと約４倍

近くの量になると。これがトン数でいくと、

ちょっと数字が出ませんけれども、そうなる

と、３０カ月になることによって、日本に相

当の牛のいろいろな部位が入ってくるとなり

ますと、日本の畜産に、さらなる影響がある

のでなかろうかと思いました。

逆に、それからひもといていくと、今米国

では飼料の干ばつということで、畜産に回す

飼料が高騰しているということの中で、畜産

関係からは、今保有している牛の個体を早急

に減らさなければいけない。要するに、飼料

に回すお金がないので、早く牛を処分できな

いかという部分もあり、日本に対して３０カ

月の牛の輸入を示唆したという情報もありま

す。

逆に、さらに言いますと、それだけアメリ

カ国内で飼料が上がるのでなかろうかという

ことになってますので、日本にとって、輸入

している飼料の相当数が米国からなものです

から、現在、先ほど町長もお話しされまし

た、金額が上がれば補てんがされるのでなか

ろうかという部分になりますけれども、農林

水産省の資料等の中で、実は過去のえさの高

騰の推計表があります。これは我が美幌町の

農務担当のほうも、十分知り得ているという

情報ということになっていますけれども、実

は２００８年、一度相当高騰するということ

で、この対策がされました。２００８年以

降、この地域に何起きたか。それまであっ

た、美幌町の場合、養豚団地も含めた、要す

るに豚の飼育しているところが、今何件に

なったかと。ほとんど廃業と。今残っている

のは、大きく竹下さんと。たった４年間で、

このえさの高騰のあおりも含めて大打撃、要

するに、畜産業としての風が消えたと。です

から、最低でも今ある畜産を守るべきとい

う、私は思いました。

当然酪農の中の牛、要するに牛関係につい

ても、現在今三十数軒残っていますけれど

も、そのうち３割、４割が後継者がいないの

でなかろうか、もしくは、もう７０歳超えて

いると。残った畜産の関係も、後継者がいな

いところも多くあると。

何が影響かというと、やはり酪農という仕

事がきつい、もしくは収益が見込めない、後

継者が見つからないという複合的な部分が絡

み合っています。

私は、これも含めて、先ほど言ったとお

り、農業の育成と産業という部分でいきます

と、これらに対して、産業という形で雇用な

りを守る方策が、やはり急務でなかろうか。

これは返して言えば、土対策にも行きますけ

れども、何を今やらないといけないかといい

ますと、飼料が上がる。基金があると言いま

しても、上がった分の前年度対比何％かしか

上がらないものですから、上がった総体のお

金は、そのまま飼料代金にはね返ると。

この統計でいくと、今９月前で、全体で５

万８,５００円の平均ということになってい

ますけれども、実はもう美幌町の入ってきて

いる飼料は、もう６万円超えているのでない

かと。そうなりますと、６万円という数字

は、２００８年の高騰のときと同様なぐらい

高値がついていると。

それ以降、これだけ疲弊した中で、この高

値になれば、今後どうなるのかという私は想

定しました。そうなりますと、２００８年の

ときの対策より、今回我が町の畜産・農業を

守る上では、国だとか飼料会社の補てんによ

らず、早目早目に美幌町及びこのオホーツク

管内の中で、この対策を協議をする、もしく

は推計についての検討に入るということを私

は望んでおりますが、町長はどのように考え
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でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 農業において、雇用

対策を図るべきだということで、先ほども答

弁させていただいたように、農業もそうです

し、その他の産業も、やはりしっかりとこの

町に根づいて、そしてそれを支えるというこ

とで、雇用の確保、あるいは雇用の拡大、そ

して地域経済の発展につなげるということだ

と思います。その点については、同じような

考え方だと思います。そういうことで、しっ

かり取り組んでいただきたいということであ

りますので、引き続き努力をしてきたいし、

また、さまざまな御提案をいただきたいと思

います。

あと遊休地を堆肥場として選定を始めるべ

きではないかということですけれども、冒頭

答弁させていただいたように、具体的なイ

メージが全くわかない中で、選定ということ

もなりませんので、１万トンのものがどれぐ

らいな規模で、どれぐらいのお金かかるのか

ということも含めて、段階を追ってやっぱり

検討していかないと、場所の選定をいきなり

決めるということは、なかなか難しいのでは

ないかなと思っております。

それから、ＢＳＥのこともありましたけれ

ども、これはやはりしっかり国境措置をとる

ということで、大問題になったＢＳＥのこと

も含めて、やはり食料の安心・安全のため

に、やはり障壁はしっかり立てるべきだと。

これに加えて、やはり飼料としての肉骨粉

が入っているのではないかというようなこと

もありましたし、また、鳥インフルエンザの

問題もありますから、やっぱり守るべきとき

はしっかり守ると。それはもう国境措置はだ

れがやるかといったら、国でしかできないと

思いますので、その点については、しっかり

とまた地域からも声を上げていきたいと、そ

んなふうに思っております。

それから、今の酪農・畜産をしっかり守る

べきということでありますけれども、これも

今回も行政報告で報告させていただきました

けれども、美幌の酪農・畜産については、美

幌峠牧場振興公社、美幌峠牧場を中心に振興

策を図ってきましたけれども、三十数年たっ

て、時代の移り変わりの中で、新たな畜産・

酪農に対する振興策を、やはり峠牧場で放牧

だけを今ことしからということですので、新

たな振興策を我々としては考えていかなけれ

ばいけないと思っているところであります。

酪農ばかり、畜産ばかりでなくて、やはり

畑作農家の方もそうだと思います。非常に農

作業、あるいはそういった生産にかかわる労

働をするということは、極めてきついと思い

ます。また、なかなか収益上がらない部分も

あると思います。また、後継者問題もあると

いうことでありますけれども、ただ悲観して

ばかりはおられないというつもりでおりま

す。

ことし、第４次美幌町農業振興計画をつく

りまして、そのときのアンケート調査を見る

と、まだまだ後継者不足と言われていなが

ら、まだまだ悲観するには早いと。十分まだ

やっていただけるもの、あると思います。

一つの例を挙げると、農家子弟が１回他産

業について、そして三十数歳で帰ってくると

いう方が、美幌は結構多いと思います。管内

的にも、多いのではないかなと思います。そ

ういった意味で、まだまだ捨てたものではな

いと思いますけれども、引き続き後継者対

策、あるいは高付加価値の農産物の研究、そ

れらについてしっかりと取り組んでいきたい

と、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 実は、先ほど遊休地

もしくは耕作放棄地も含めたと言っています

けれども、実は美幌町のもともと畑だったと

ころで、せっかく畑として使えたところ、結

構相当数面積残っているのでなかろうかと、

山間部も含めまして。今、私が再度町長に質

問と言うよりは、この考えどうですかという

部分がありまして、先ほど回答の中の最後の

ほうに、飼料自給率を２５％から３８％に引

き上げることを国は目標としている。耕作放
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棄地の有効利用による飼料の生産ということ

が書いています。

我が町は、ではこれに目がけて、どういう

ふうな対応をとっているのでしょうか、まず

この話を……。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 輸入飼料が非常に、

自分たちの意にかかわらず、高騰してなかな

か入ってこない。特にことしは、アメリカが

トウモロコシ大干ばつに遭ってると。そして

また、雨が降らないから水位が下がる。そこ

で、ミシシッピ川から出てくるトウモロコシ

が来ないということで、非常にそういう意味

では、海外の事情、干ばつ、相場、為替レー

ト、これによって随分左右されるということ

ですから、自給率を上げるというのは、やは

り国もそこに気づいて自給率の向上というこ

とを多分言っているのだろうと思います。

そんな中で、戸別所得補償の中で、飼料米

というのも対象にするということでありま

す。要するに、お米を飼料として戸別所得の

対象にするということも、動きとしては出て

きているということであります。

いずれにしろ、燃料もそうですし、酪農・

畜産で言う飼料もそうです。もうちょっと言

うと、我々が食べる食料自体も、今３０％を

切ろうということですから、やはり食料安全

保障の面からも、やはり自給率を上げるとい

うのは、これは極めて重要なことだと思いま

す。

それで、オホーツク圏の活性化期成会の中

でも、大きな項目立てでそのことを、自給率

の向上も言っておりますし、また、飼料価格

の高騰時における、そのときの所得の補償と

いうか、価格安定保証はあるのですけれど

も、そのほかに経営の安定対策もしっかりと

るようにということで、期成会の中でも陳情

をさせていただいているところであります。

国際的な問題で、美幌だけが言ってもなか

なか声が届かないので、これは地域挙げて、

オホーツク圏内で共通の課題だということ

で、酪農・畜産対策、さらには資材高騰対策

の推進を図ってくれと、これを大きな柱立て

として期成会としても取り組んでいるところ

でございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 食品残渣等による飼

料づくりにつきましては、もう５年も６年も

前から地域で取り組むべきということで、当

時美幌の農業高校に岡崎校長先生いまして、

その先生とも私もその対策として、江別だと

か栗山だとか訪問しまして、既に取り組んで

いたと。今その地域が、北海道で言うところ

の江別地区は、新しい施策の中に入ったと。

フード特区、帯広地区、江別地区、函館地区

でフード特区の地域に指定された。

江別は、何で設定されたかというと、加工

場を誘致しよう、地域の産業を興そうという

ことで、もう１０年前から食品加工場の誘致

について動いていたと。生産物はどこから手

に入れようかということで、酪農大学、畜産

大学の連携でやろうと。これも、何年も前か

らの話です。我が地区は、残念ながらその大

きなうねりがまだないと。

このフード特区につきましても、ＪＡ等で

なく、その地域の自治体が先導して大学と連

携して研究を始め、産業界とやったという具

体例があります。

我がこのオホーツクも、町長みずから地域

の首長たちと話し合いしながら、地域産業の

掘り起こしは連携すべきという形で動いても

らいたいと思います。

先ほど質問した一つに、地域の土地の話で

すけれども、私は、今すぐ遊休農地等があれ

ば、すべてが可能かとは１００％言えません

けれども、デントコーンだとか、今すぐ来年

の春を目指して植えつけできるものをやるべ

きというのは、先ほど質問した中で、この飼

料の安定基金そのものが、今後の見通しの中

で動くという部分もありますけれども、とり

あえず今すぐこの飼料対策という部分では、

金額の補てんも一つ、もう一つは、飼料を早

急につくるとなれば、デントコーンだとかト

ウモロコシだとか、そういう穀物類をそうい
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う部分、要するに少しでも、休耕している畑

を有効利用してでも対策をとるというのが、

私それが緊急対策でなかろうかと思います

が、その対策をぜひ私は取り組むべきと思い

ますが、町長はどうでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今の国の農業政策の

大きな柱として、戸別所得補償があるという

ことで、先ほどもお答えしましたけれども、

その中で飼料米というようなこともあります

ので、飼料米と言っても、我々食べているお

米が家畜のえさになるというのは、非常にイ

メージとしてなかなか難しいのですけれど

も、そういう取り組みもしていると。

美幌町で何ができるか、休耕している畑

に、その飼料のものをどう植えるのか、植え

てそれを売って、果たしてペイするのか、あ

るいは国の制度として、そういうのがあるの

かどうかというのは、ちょっと今わかりませ

んけれども、今休んでいる畑だけ見て、美幌

の全体の国内飼料として間に合うかといった

ら、なかなか難しいと思います。時間がやは

りかかると思いますけれども、着実に将来に

向かって目標を定めて、やはり取り組んでい

かなければ、いきなり来年から全部賄います

という話にはならないので、その辺は町だけ

でというのもなかなか難しいと思いますの

で、地域あるいは圏域を挙げて声を上げてい

きたいと思っております。

あとフードコンプレックスということで、

食の特区ということですけれども、これはこ

の近辺では、十勝地域と言ったほうがいいと

思います。全道にも何箇所かあったと。

道の見解としては、十勝は十勝だけという

ことではなくて、もうちょっと広いエリアを

考えているということでありますから、我々

は全くオミットされたということではないと

思いますので、その辺、連携できることは

しっかりやらなければいけないなと思ってお

ります。

道も、オホーツク総合振興局も、やはり食

をメーンに、この地域づくりをしたいという

ことを打ち出しておりますので、しっかり連

携とれるように、我が町は我が町で、これを

できますということをしっかりと訴えていき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 町長、私は机の上の

議論だとか、将来目標値のことでなくて、今

できることをやるべき時期が来たという判断

してますので、この食料と言うより飼料対

策、堆肥対策、今、あしたからでも、まず先

にあることが将来のためと思っていますの

で、ぜひ早急に対策もしくは検討に入る、も

しくは美幌町以外の地域との連携に入るとい

うことを希望し、一般質問を終了させていた

だきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私、決して机上の論

議しているつもりはありません。私が公の場

でしゃべるということは、やはりやるものは

やるということで、しっかりと取り組むとい

うことですから、机上の論議ということで

は、私答弁しているつもりは全くありませ

ん。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、６番松浦和

浩さんの一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。再開は、１１時から

といたします。

午前１０時５２分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、２

点、７項目について質問させていただきま

す。

まず、教育行政のほうからですが、教育

長、就任おめでとうございます。

昨日は、３名の方が教育長に対して、今後

の期待を含めて質問されたと思うのですが、
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私もそのうちの一人でございます。

新教育長におかれましては、これまでの

間、公私ともに多面的にわたっての活動、数

多くのボランティア活動も含めて、地域住民

とのコミュニケーションを図りながら、さま

ざまなイベントでの協力も惜しまず、全国に

情報網を張りめぐらし、さまざまな地域活動

に生かされており、また、すばらしい人脈を

持たれていることも承知しております。何事

にも、すぐ取り組まれるという姿勢を持って

いる方だと期待をしながら質問をさせていた

だきたいと思います。

教育委員会は、今までとは全く違った分野

かもしれませんが、人を育てる、美幌の子を

育てる、夢の持てる、持てる力を十分発揮で

きるところでもあると思います。

先日、全国小学生陸上競技交流大会で大活

躍の小学生を初め、美幌出身者が各種スポー

ツ会、全道・全国大会、また、オリンピック

等で活躍されるなど、指導者も含めて、すば

らしい人材が育ってきていると思います。

スポーツ界にとどまらず、多方面におい

て、夢と希望の持てる、また、世界で羽ばた

ける子供たちを育てるためにも、美幌町の教

育について、どのような方針で臨まれるの

か、考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。

二つ目に、命の大切を教育の中で伝えてい

くことについてですが、命の大切を教育の中

で伝えていくこと。

近年は、自殺される方が１年で３万５,０

００人とも言われています。行政でも、自殺

対策に取り組まれておりますが、相次いで起

こっているいじめによる若い自殺者に心を痛

めます。

親の立場としては、夢と希望を持って大空

に羽ばたいてほしいと、子供たちの成長を見

守ってきましたが、突然の死を選ばざるを得

なかった苦しみと救ってやれなかった苦し

み、悲しみ、怒りから、何年たっても抜け出

せないと言います。

今でも命の大切さについては、十分議論さ

れていると思いますが、未来に夢を持てるよ

うな社会づくりなども、子供たちの議論でき

る機会をつくっていく必要があると考えます

が、このことについて、考えがあればお聞か

せいただきたいと思います。

三つ目に、教育現場との連携の必要性につ

いてということですが、新学習指導要領によ

り、学習内容が増加する一方で、発達・学習

面で課題のある子供たちの増加、貧困問題か

らの養育困難家庭、教育格差問題など、個別

支援制度の充実なくして、子供たちの学びを

保証し、健やかな成長、社会人としての自立

が困難な状況になりかねません。

また、教育現場においては、いじめの問

題、不登校の問題など、さまざまな課題を抱

えています。この状況の中で、教職員は教壇

に立っており、教職員の精神性疾患の対応も

課題となっていると言われています。

学校運営は、学校長を中心として現況を把

握され、対応されていると言われているので

すが、教育に対する信頼度を深めるために

も、教育現場との情報交換・連携がより必要

になってきていると実感しているところで

す。

今後の対応について、考えがあればお聞か

せいただきたいと思います。

不登校の問題について。

不登校については、今までも数人の方から

質問も出されております。対策として、不登

校問題相談員の配置やサテライト事業を実施

したことで、それなりの効果があり、登校で

きるようになったり、上の学校に入るために

頑張ってきた経過、スポーツの楽しさによっ

て不登校から抜け出せた子など、さまざまな

ケースがあったようですが、この問題につい

ては、依然少なくならない状況にもありま

す。

この問題について、今後の新たな方策があ

れば、お聞かせいただきたいと思います。

５点目、学力について。

全国学力調査が始まってからは、過度な競

争に陥らない配慮が必要と言われながら、実
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態としては、調査結果に基づく都道府県など

が公表され、その下で学力向上のための教育

政策が推進されています。

美幌町においては、学力を重視しながら

も、子供たちに生きる力を身につけさせ、心

身ともに豊かな子供を育てることにより、社

会性を築いていけるように、教育本来の役割

を担ってきていると実感しているところです

が、今後の学力についての考え方についてお

聞かせいただきたい。

次に、有害鳥獣対策についてです。

一つ目に、カラス被害対策について。

ここ数年、町の中にもカラスが多く出るよ

うになったと言われ、ごみ袋を見つけると一

面に散らかし、一般住宅のハウスの中にまで

入って、トマトなど赤い色がついたものがね

らわれています。登栄のごみ処分場近くの農

業関係者の被害状況をどこまで把握している

のでしょうか。

また、カラスがふえている状況にあります

が、カラスの被害対策、カラスの駆除につい

て、どのような取り組みがなされているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

二つ目に、被害に対する補償についてとい

うことですが、登栄の畑では、障害を持たれ

た方々の働く場として、働いた賃金の確保と

して、春先から野菜の植えつけを行ってきて

おりましたが、やっと芽が出そろうころにな

ると、カラスの集団によって若葉をほとんど

抜かれてしまい、何度も同じことの繰り返し

で、収穫時期に思うような収穫ができません

でした。

その間、行政にカラスを脅かすための花火

を要求しましたが、予算がないので出せない

と断られ、民間に委託しているので、業者に

相談するようにとのことでもありました。

環境整備は、町として行うものと考えま

す。登栄に処分場をつくるときも、地域住民

には迷惑をかけないとの約束もあったと伺っ

ています。したがって、被害に対する補償が

発生すると考えられますが、どのような形で

対応されてきたのか、また、対応しようとす

るのか、考え方があればお聞かせいただきた

いと思います。

これで１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

質問に、お答えいたしたいと思います。

教育行政については、後ほど教育委員会の

ほうから答弁があると思います。

有害鳥獣対策についてということでありま

す。カラス被害対策についてでありますが、

カラスの被害は、農業被害もさることなが

ら、ごみの散乱問題、騒音問題、人間に対す

る威嚇・攻撃と多種多様になっているところ

であり、これを踏まえ、対策を講じていると

ころであります。

御質問の農業関係被害状況は、農作物被害

の聞き取り調査を行い把握しているところで

あり、ごみ処分場所在地の登栄地区には、平

成２３年度被害面積は３.６ヘクタールで、

被害金額が２７０万円となっております。

次に、カラスの被害対策、苦情対策につい

ては、北海道猟友会美幌支部の協力をいただ

きながら、市街地周辺及び登栄ごみ処分場で

銃器による一斉駆除を行っているところであ

り、また、あわせて報徳地区、登栄地区に

は、狩猟免許所持者により、カラスの箱わな

を常時設置して捕獲を行っているところであ

ります。

なお、平成２３年度の捕獲数につきまして

は、箱わな捕獲２４６羽、銃器による捕獲５

４４羽、手どり捕獲が４１羽、合計８３１羽

を捕獲しているところであり、今後とも北海

道猟友会美幌支部並びに箱わな狩猟免許証所

持者の皆様の協力をいただきながら対策を講

じてまいりたいと考えております。

次に、被害に対する補償についてでありま

すが、ごみ処分場のカラス対策としては、処

分場の設置に当たり、昭和６１年７月に地元

自治会からカラス対策などについても要望が

あり、猟銃や箱わなによるカラス駆除を行う

ことで設置の同意をいただき、昭和６２年供

用開始をしたところであります。
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具体的なカラス対策につきましては、処分

場内にカラスの箱わなを設置しているほか、

周辺農家６戸に対し、爆音機を貸し出して駆

除を行っている状況であります。

また、有害鳥獣駆除として、年２回猟銃に

よる一斉駆除を行っております。

御質問の、行政に対して花火の要求をした

とのことでありますが、以前は爆音機のほか

に花火を支給していましたが、花火を打ち上

げる手間や、一時的な効果しか得られないな

どの理由から使用本数が減少し、農家からの

要望もなかったこともあり、平成２１年度か

ら予算措置をしてない状況であります。

次に、障害を持たれた方々の働く場である

登栄の畑への対応についてでありますが、５

年前から登栄の畑を障害を持たれた方々の働

く場として提供している農家の方が、平成２

４年８月２８日に来庁され、ごみ処分場に隣

接する畑において、障害のある方々が育てた

作物にカラスの被害があるため、何かよい方

法はないかと相談があり、関係部署と対応策

の協議を行ったところであります。

その結果、新たにカラス捕獲用の箱わなを

設置することで対応を進めているところでご

ざいます。

以上、御答弁をさせていただきました。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 教育委員

会から御答弁をさせていただきます。

教育方針についての御質問にお答えいたし

ます。

９月１日に教育委員会臨時会において、教

育委員の皆様の御決定をいただき、教育長に

任命され半月が経過しようとしております。

過日、川崎前教育長から引き継ぎをいただ

き、前教育長が進めてこられたものを継承

し、さまざまな問題を皆さんと協議しなが

ら、正面から解決していきたいと考えており

ます。

美幌町の教育についての方針ですが、昭和

５８年に制定した美幌町教育目標、人間性豊

かな教育を目指しての３点の項目、１、正し

い判断と行動のできる児童生徒の育成を図る

学校教育を推進する、２、明るく豊かなまち

づくりを進める社会教育を推進する、３、美

幌町教育の発展と充実を期する教育行政を推

進することの実現であり、従来からこの方針

で進めており、今後も継続していく考えであ

ります。

学校教育においては、オホーツク教育推進

計画などと連動して教育活動を進めるととも

に、生きる力の育成を目指した学習指導要領

で求められている内容を着実に実行していく

ことを主眼にし、特に生きる力の「知」の側

面である、確かな学力を一人一人の児童生徒

にしっかり身につかせるよう、さまざまな方

法を駆使して取り組むことを具体的な目標と

しています。

また、学力もさることながら、美幌町には

さまざまな地域教育資源、人材がございま

す。各種スポーツ団体、少年団活動、文化団

体による活動も盛んに行われております。地

域の多くの卓越した知識、技術、技能を持っ

た方々に、今後も支えられながら、今日的に

変貌する社会情勢の中で、教育の現状を踏ま

え、町民一人一人が人間的触れ合いを大事に

し、生涯教育の関心を高め、生活文化の発展

を図るとともに、生きる力の「徳」である人

間性豊かにして、生きる力の「体」である心

身ともに健全であり、創意に富む児童生徒の

育成を目指す美幌町の教育を推進してまいり

たいと考えております。

次に、命の大切を教育の中で伝えていくこ

とについての御質問にお答えします。

子供たちに命の大切さを実感させるために

は、自然や社会や人と豊かにかかわる体験活

動を通して、まず子供たちが、自分自身が価

値ある存在と認め、自分を大切に思う自尊感

情を持てるようにしなければならないと考え

ております。

自尊感情を高めることによって、感性が活

性化し、生き生きとした感動が生み出される

ことにより、心の中に生まれました感動や思

いを周りの人に分かち合い、共有することで
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実感が一層深まり、また、他者の存在に思い

をはせたり、共感したりする体験を通して想

像力が養われ、限りある命を生きていること

のすばらしさを感じることができるようにな

ると思っております。

さらに、命を脅かす行為に対しては、未然

に防ぐ対策を、また、自然災害に対して、そ

の災害を最小限に食いとめる知恵を学ばせる

とともに、情報社会の陰への対応として、仮

想現実と現実の違いを十分に認識させる能力

を身につけさせる情報モラル教育の取り組み

も行っております。

このような取り組みを実践する場として、

学校の中で進められているわけであります

が、学校と家庭、地域の皆さん三者が確かな

信頼関係のもとに、連携して取り組むことが

不可欠であり、特に家庭や地域において、子

供たちと話し合える機会は必要と考えており

ます。

教育現場との連携の必要性についての御質

問にお答えいたします。

新学習指導要領の成果を上げるためには、

各学校において学習指導要領によって立つ背

景や、基本的なねらいとしている点などにつ

て、まず教育現場の先生方に内容について正

しく理解していただくことが必要と考えてお

ります。

また、きめ細かい指導や多様な体験活動な

どを実施するには、教員数の増など、予算が

必要であることは言うまでもありません。

少人数学級など、教職員の配置では、一部

について、本年度から美幌町単独で教員の増

員を図っているところもあり、政府において

は、残念ながら現状では財源の裏づけは明確

化されてない状況でありますが、引き続き教

員加配制度などを活用し、教職員の確保に努

めてまいります。

教育委員会としましては、学校、教師、子

供が本来有している力を十分に発揮できるよ

うにするとの観点に立ち、学校一丸となって

教職員の資質・能力を磨き、組織力を高め、

現下の財政状況が厳しい折ではありますが、

個別支援制度など予算の確保に努め、学校運

営に取り組んでまいります。

社会がますます複雑、多様化し、子供を取

り巻く環境も大きく変化する中、学校がさま

ざまな課題を抱え、家庭や地域の教育力が低

下傾向にあり、学校に過剰な役割が求められ

ているのも事実であります。

これからの教育は、学校だけが役割と責任

を負うものではなく、これまで以上に学校、

家庭、地域の連携、役割分担を意識して、そ

れぞれの協力のもとに進める必要があると考

えております。

町民の皆様に学校現場を知っていただくた

めにも、参観日、授業の公開などを通し、学

校自体の努力も必要であり、地域の皆様に支

援をいただくためには、学校はどんなことを

手伝ってほしいのか、教員にはどのような苦

労があるのかなど、情報を公開し、かつ学校

運営は学校長の強いリーダーシップのもとに

行われることを基本に進めてまいります。

不登校問題についての御質問にお答えしま

す。

美幌町における不登校児童生徒の状況につ

きましては、３０日以上の欠席児童生徒数

は、平成２３年度の数値では小学校で７人、

在籍比０.６４％、約１５６人に１人。中学

校で１２人、在籍比２.２１％、約４５人に

１人。合計では１９人で、在籍比１.１６

％、約８６人に１人となっており、合計で平

成２２年度より、１名減少しております。

不登校になったきっかけと考えられる状況

ですが、小学校ではいじめを除く友人関係を

めぐる問題が１人、家庭の生活環境の急激な

変化が２人、病気による欠席が１人、その他

が４人となっています。

中学校においては、家庭内不和が１人、家

庭の生活環境の急激な変化が１人、病気によ

る欠席が４人、その他本人にかかわる問題が

１０人となっておりますが、これらの問題

は、ある特定の事情だけではなく、さまざま

な問題が複合して起こる実態にあります。

学校あるいは相談員の対応として、不登校



－ 17 －

問題についての研修会や事例研究会を通じて

全教師の共通理解を図り、すべての教師が当

該児童生徒に触れ合いを多くするなどして、

学校全体で指導に当たっております。

また、授業方法の改善、個別の指導など、

授業がわかるように工夫を行い、登校を促す

ため電話をかけたり迎えに行く、あるいは家

庭訪問を行い、学業や生活面での相談に乗る

など、さまざまな指導・助言を行ってきまし

た。その結果、登校できるようになった者も

おります。

そのほかのサポートとして、民生部の児童

支援グループ、保健相談としては保健師、心

療内科への受診、さらには児童相談所が対応

しております。

教育相談室の相談委員は、訪問による相談

も行っていますが、訪問されることに抵抗が

ある家庭も多く、相談の押し売りとならない

よう苦慮しているところです。

実際には、不登校による学習面だけではな

く、生活支援も必要とする場合もあり、民生

部と連携の上取り組んでおりますが、時間の

かかる問題でもあります。

また、学業の支援として、フリースクール

ではありませんが、教育相談室の相談員がサ

テライト事業として不登校児童生徒の自習の

支援を行っています。

今後とも、このような活動を行いながら支

援体制の強化を図り、教育関係者はもとより

関係機関、団体並びに家庭や地域社会との連

携・協力のもとに不登校を根絶すべく、一層

の取り組み徹底を図ってまいりたいと考えて

おります。

学力についての御質問にお答えします。

学校教育において、知・徳・体のバランス

のとれた教育活動を推進しておりますが、と

りわけ確かな学力については、これまでの全

国学力・学習状況調査の結果から、小中学校

とも全国の平均を下回っている状況にあるこ

とから、教育の機会均等という義務教育の理

念を踏まえ、社会で自立して生きていく上で

最低限必要な基礎学力を、すべての子供たち

に保障する取り組みが必要と考えているとこ

ろであります。

北海道においても、学力に関する目標とし

て、順位は別にして、これまでの調査の分析

に基づき、教育の機会均等という義務教育の

趣旨を踏まえ、平成２６年度までに、全国平

均以上というオール北海道で目指す目標を掲

げ、取り組んでいるところであります。

全国平均を下回っている深刻な状況をすべ

ての教育関係者が厳しく受けとめ、それぞれ

の責任を自覚するとともに、課題や危機意識

を共有し、スピード感を持って、目の前の子

供たちの教育の質を向上させることが必要と

考えているところであります。

これからは、学習指導要領に基づく各学校

の年間指導計画に大きな変更を求めているも

のではないところであり、各学校において毎

日の授業を工夫を加えながら、朝や放課後の

補充的な指導の充実、家庭での学習など、積

極的に取り組むことが必要と考えておりま

す。よろしくお願いたいします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） まず、教育方針の

ほうから再度質問させていただきます。

御答弁いただきましたように、教育方針に

ついては、前教育長より受け継がれて、それ

を脈々と今後行っていっていただけるという

ことでありますので、期待をしたいと思いま

す。

また、美幌町から巣立っていく子供たち、

町内で活躍するすべての子供たちが、やっぱ

り一番は、夢と希望を持てる教育であってほ

しいなと思いながら、今後の活躍に大いに期

待をしていきたいと思います。

二つ目の、命の大切さを教育の中で伝えて

いくことについてですが、御答弁にもありま

したように、教育長の言われているとおりだ

と思います。子供たちは、さまざまな体験を

させていく、それが学校行事のかかわりで

あったり、学習の場であったり、子供同士、

子供と教師の触れ合いを通しての成長であっ
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たり、意識につながっていくのだろうと思っ

ているところであります。

近年は、メディアの発達によって、情報過

多などの要因によって、今の子供たちに共通

して言えることは、単一的な価値観ではな

く、さまざまな価値観を共用しているという

よい面もあるのですが、自分で望んで何かを

するという経験が失われていたり、物があふ

れいて創意工夫や努力をしなくてもいいとい

う環境にあるのではないかなというふうに考

えております。

今は、一般論として話しても、自分のこと

として受けとめることができない子供、そう

いう子供たちが目立つようになっているので

はないか。

また、他人への思いやりや、気遣いも薄い

印象を受けているとも言われています。

学校教育だけでは、解決できるものではあ

りませんが、家庭、地域の連携で子供たち

と、また、話し合える機会が必要なことは理

解していただきたいなというふうに思うとこ

ろです。

また、その話し合いのきっかけをつくって

いくのも、教育委員会としての役割はないの

かというところなのですが、このことについ

て、考え方があればお聞かせいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 答弁の中で、今議

員おっしゃったとおり、家庭、それから地域

で子供たちと話し合っていくということにつ

いては、答弁の中でもそういう話は最後にさ

せていただきました。

そういった中で、きっかけづくりも教育委

員会の役割というようなことでありますが、

そのことについても同感という気はしており

ます。ただ、なかなか一般論では、こういう

という話はできるのでしょうけれども、それ

を踏み込んで、こういう部分があるよと、こ

ういうことがあるよと、それから別な方法も

あるよというのが、まことに申しわけござい

ませんけれども、今は一生懸命その辺につい

てはいろいろ、私も未熟であり、学んでいる

というのも事実でございます。

ただ、自分の経験から言えば、やはりすべ

てが、ここにもちょっと答弁でありますけれ

ども、確かに教育委員会、学校の役割という

のは非常に重いということについては、私も

そう思ってはいるのですけれども、すべてが

そこにウエートを置かれるという部分と、わ

かる部分と、本当はやはり家庭とか地域がま

だまだかかわっていく必要があるのかなとい

うふうには思っております。

そのためには、これも答弁の中でお話しさ

せていただきましたけれども、もう少し私ど

もを含めた学校が、やはりきちんと情報を出

していく、それからその今学校だよりとかい

ろいろ地域に配布されてますけれども、そう

いうものを、まだまだ地域の中に中身をもう

ちょっと充実させて出していっていただきた

いなという思いがございます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育長の思いは、

十分理解しているところですので、今後期待

をしたいと思っています。ただ、今回新聞に

も出ていたと思うのですけれども、警視庁の

自殺の状況ということで、２０１１年の学

生・生徒の自殺数というのは１,０２９人、

というのは、これは全国規模だと思うのです

けれども、１０２９人にも達しているという

ことなのです。そのうち、小学生が１３人、

中学生が７１人。この学生、生徒の自殺者の

推移というのは、９１年度を最低として徐々

に増加している傾向にあります。特に原因は

さまざまですが、いじめを苦にした自殺や、

連鎖的な傾向が見られるということで新聞報

道はされておりました。

兵庫県の生と死を考える会というところで

アンケート調査をした結果、これはちょっと

古いのですが、２００４年の調査で、死にた

いと思ったことのある子供の割合というのが

出ておりまして、思ったことがあるというの

中で、４回から５回以上というのが１０.７
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％、２回から３回というのが１４.２％、１

回というのが１１.４％、思ったことがない

というのが６０％ということで、ちょっと

ほっとしたというのがあるのですが、この自

殺のアンケートの中では、小学５年生から中

学２年生までが、このようなデータとして出

されております。

いじめや自殺、この少年や自殺の原因の一

つには、子供の自己肯定感というのが低下し

ているのではないかなというふうに言われて

おりますので、こうした子供たちの自己肯定

感の低下は、ストレスを生み出し、そのスト

レスが問題行動や、いじめに発展していると

指摘されているということもあって、学校で

は教職員全員がチームとして、生徒と抱える

問題の解決に真剣に立ち向かってほしいなと

いう思い、そういう意味で、今回命の大切さ

ということで質問とさせていただいたという

ことなので、これからの活躍を期待したいと

いう思いで、もし教育長の考えがありました

らお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 命を大切にすると

いうことにおいては、非常に今具体的な話を

示していただいて、やっぱり非常に残念であ

るというような部分もあります。そういった

中でいけば、これも本当に一般論で申しわけ

ないのですけれども、教育基本法の中に、そ

の目標の中に道徳心を養う、それから生命を

とうとびということの中で、非常に道徳の中

できちんと命の大切さを教えるというか、そ

れが非常に重要なのかなとこのごろ非常に、

いろいろ教育委員会に来て資料を見せていた

だいて感じているところが多々あります。

そういった中で、今心のノートという部分

の中で、一つの教材としてちょっと今読まさ

せていただいております。そういった中でい

けば、小学１、２年生、それから小学３、４

年生、小学５、６年、そして中学というよう

な、大きくは四つの中でいろいろ分けられ

て、例えば小学１、２年生であれば、命に触

れてみようということで、生まれたばかりの

命についてをやっぱり感じさせるとか、それ

から小学３、４年生であれば、命を感じよう

ということで、一つしかない命を大切にとい

うようなこと、最後中学生に入ると、かけが

えのない命ということで、限りあるたった一

つの命だから、だれもが唯一無二の存在です

よということの流れで、きちんとそれぞれの

個々の児童生徒の中に伝えていくと、そうい

う流れというのは、非常に私は大切だという

ふうに思いますし、今御指摘のというか、お

話があった命を本当に大切に子供たちを守っ

ていくという気持ちは変わっておりません。

一生懸命頑張りたいというふうに思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 命の大切さという

のについては、これから取り組んでいただけ

る課題だと思っていますので、期待をしたい

と思います。

次の３番の教育現場との連携についてとい

うことですが、御答弁いただいたとおり、子

供たちを取り巻く環境、家庭、地域環境の変

化によって、学校に求められている、期待と

されているものがとても多くなってきてい

る。さまざまな問題、課題を抱えている結果

となっていることも理解しているところでご

ざいますが、その中の一つには、教職員の年

齢構成はどうなのかなということと、二つ目

には、学校を運営しやすい環境となっている

だろうか。例えば、予算配分はしっかりでき

ているか、学校全体で連携プレーが可能なの

か、また、先生自身が相談できる体制がとれ

ているかということです。

三つ目には、直面するさまざまな課題とし

て認識を深めるためにも、教育現場とのそう

いう意味では連携が必要かなというふうに考

えていますので、このことについて、考え方

があればお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） ３点御質問がござ

いましたけれども、まず１点目の年齢構成と
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いうことでありますけれども、申しわけござ

いません。まだちょっと、正直言って、どう

いう構成になっているか、まだそこまでは承

知してないのが事実です。

また、連携の部分で、そういう関係がとれ

ているかどうかという部分と、最終的に連携

が必要だと、それはもうそのとおりでありま

す。

ただ、学校運営については、一つの権限を

持った校長、それから教頭という管理職が、

それなりにきちんと学校をまとめているとい

うこともありますので、まず一つの組織の中

で、本当に先生と管理職と言われている校長

先生以下の関係がどうなのかというのは、

ちょっと実感として、まだきちんと承知して

ないというのが正直な気持ちであります。

ただ、一般的に考えれば、私どもという

か、私は一つの行政という組織の中にいた部

分においてはある程度、やはり当然町であれ

ば、やっぱり町長の一つの流れにおいてとい

うか、一つのトップとしてきちんと守り立て

てというか、だからそういう部分の一つのピ

ラミッドがいいかという部分のことはあるの

ですけれども、そういう体制に学校もなって

いるかどうかというふうな部分においては、

ちょっとこれからは考えていかなければいけ

ない。ですから、ある意味では、当然管理職

である先生である校長先生、教頭先生という

方の、一つの教師に対する配慮も必要だと思

うし、逆に当然教師についても、やはり一つ

の学校をまとめると言うよりも、子供たちの

ことを主眼に置けば、一緒になって進めると

いう、そういう思いも必要なのかなというふ

うに思っています。その辺については、これ

からじっくりと見定めた中で、私なりの考え

を示していきたいというふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） まだなられたばか

りで、熟知してない点というのは十分わかっ

た上で、今回こういう点はどうなのかな、取

り組んでいただきたいという意味で出させて

いただいたというのもあります。

それと、もう一つには、学校運営というの

は、校長、教頭が主眼となってやっていると

いうのは、十分理解した上なのですけれど

も、ただ最近言われているのは、教職員の中

でも精神疾患とか、そういう病気になられる

方も非常に多くなってきている。それは現場

の子供たち、それから親との対応の仕方の中

でどうにもならない状況、まじめに取り組ん

でいるだけに、そういう場面に遭遇したとき

になっていくそういう精神疾患的なものも、

最近いろいろなところで出てきているという

状況もいろいろな書物など、新聞等出ていま

すので、そういうところの関係についても、

今後十分把握した上で、そういう教職員が出

てこない、そんな対応策も考えていただきた

い。そういう意味で、教育長が現場との連携

の必要性というのを、そういうところで発揮

していただきたいという思いを込めて、今回

質問させていただいたということでございま

すので、今後に向けて、しっかり取り組んで

いただきたいという思いでございます。

これは、答弁はなくて結構でございますの

で。

次、不登校問題についてですが、不登校の

問題についても、子供の将来にかかわってく

る問題としてとらえておりますので、協力し

ながら取り組んでこられた、この不登校につ

いて協力をしながら取り組んでこられた議員

さんもいらっしゃいました。

昨年よりは１名減少しているということで

ございますが、特効薬はないのだろうなとい

うふうには理解しているところです。相談員

の方も努力されて訪問されているようです

が、訪問に対する抵抗も大きいということ

で、今後どのようなことを考えていったら、

本当に不登校をなくせられるのかなというふ

うな思いがあります。

ただ、言われていることは、一度不登校を

経験した子供の７割は、学校には戻れないと

いうデータも出ています。不登校になる家庭
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の兄弟は、大体全員が不登校になるケースが

多いということも言われていますし、優しい

子供こそ不登校になりやすいとも言われてい

ます。

不登校の親の３パターンとかということで

言われていますけれども、子供の言いなり

型、子供への過干渉、子供の放任と言われて

おりますけれども、子供を本気で変えようと

するなら、子供と一番長く一緒にいる親から

変わる必要があるのかなというふうには思っ

ているところです。ただ、それが親とのコ

ミュニケーションがなかなかとれない状況が

出てくるとすれば、本当に大変なのでしょう

けれども、やっぱり相談員の方も、やっぱり

担任の先生にしても、両親と話し合いする必

要があるのかなというふうに思います。

不登校の子供を持つ親も、一生懸命に頑

張っているのは、ほとんどが母親なのです

よ。それで、父親の対応というのがどこにも

見えないなという思いでは、父親にもやっぱ

り対象の一つと加えて、今後検討していく必

要があるのではないかというふうに思うので

すが、この点についてはいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 不登校問題を根絶

するという部分については、本当になかなか

難しい、努力はしているというふうに私は

思っております。

今回、答弁の中に書かせていただきました

けれども、今美幌町で行っていること、小中

学校で行っていることが、これも一般的な話

をちょっと入れさせていただければ、問題行

動調査というのを毎年やっていて、その中の

北海道で不登校問題に特に効果があった学校

の措置という項目があっていろいろ出されて

おります。

その中で、本当に上位、こういうのが有効

だったよというのが、これはデータ的に分析

して並べた項目があって、その項目に対し

て、美幌町も全く同じようなことをやられて

いると。

例えば、小学校であれば、登校を促すため

電話をかけたり、迎えに行くなどをした。や

はり、これが一番小学校としては、一番効果

があったというデータにもなっていますし、

私どもも各小学校でもそういうことをやられ

ているということであります。

そういった中でいけば、先ほど不登校に

なった者が、７割戻れないという部分も結果

的に話もありますけれども、私はやっぱりす

ごく注目したいのは、今回１９人がいて、指

導の結果、何とか９名の子供たちが、また学

校に行くことができたということに対して

は、私はある意味では、それをやっぱりすご

く大事にしたいというふうに思っておりま

す。

なかなか残り１０人はという分では、現在

指導はしているのですけれども、そういうと

ころはやはり非常に大切にしていく必要があ

ると思っております。

そういった中で、やはり親が変わることが

一番大切であり、特に父親がという部分にお

いては、それについては、本当に同感だと思

います。やはり私としては、本当にちょっと

お母さんが余りにもかかわり過ぎかなと。そ

ういう意味からいけば、ある意味では、お父

さんがかかわらないから、かかわらないとい

う意味もあるかもしれませんけれども、私は

やっぱり男性として、やはり父親がきちんと

そこにかかわっていくというふうな気持ちは

持っております。よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 不登校問題につい

ては、さまざまな試みをしながら取り組まれ

ていると十分理解しているところですので、

今後も取り組んでいただきたいと思います。

次、学力についてですが、答弁の中であり

ましたように、各学校においては、毎日の授

業にも工夫を加えて、朝、放課後の補習的な

指導の充実によって学力の向上が図られてい

ることは、前教育長も強調されておりました

ので、十分理解をしているところです。生徒

の意識の差はあるとしても、頑張る子と、な
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かなか理解のできない子とのところまで時間

がかかると二分化されているようですが、例

えば時間のかかる子、理解のしづらい子に

は、新たな時間設定も必要なのかなというふ

うに思っています。

ただ、今学校の中では、夏休み、冬休みの

時間を利用して補習的なことに取り組まれて

いるという状況も聞いておりますので、この

ことについては、今後検討しながら取り組ん

でいただきたいという思いを込めて、答弁は

要りませんので、よろしくお願いしたいと思

います。

次に、カラス対策のところなのですが、先

ほど答弁いただきました。町民の方からは、

カラスが異常にふえているのではないか、カ

ラスの産卵、子育ての時期だろうと思うので

すが、近くにいる人、歩いているだけなのに

威嚇攻撃してくるので怖くて歩けない、ふん

の散乱によって迷惑だ、何とかできないかと

いう話も時々皆さんも聞かれていると思いま

す。

答弁の中では、年間８３１羽捕獲している

とのことですが、カラスのつがいの８割前後

が繁殖に成功しているということです。つが

いの巣当たりのひな数は、２.５羽前後で巣

立って、ひながすべて生き残れば、１年間で

２倍くらいにふえているという状況がありま

す。狩猟や駆除でカラスや個体数を減らすに

は、全体数の５０％から８０％を毎年とり続

けなければ減らないという状況にあるようで

す。

実際には、１地区で捕獲しても、地域内に

えさがあれば、それに見合う数が周辺から移

動してきてしまう。害鳥の数を減らすには、

えさの量を減らすのが近道と言われていま

す。

そこでお伺いしますが、処分場でのごみの

埋め立て状況はどうなっているのか、どのよ

うに把握されているのか、委託先にすべてお

任せとなっているのではないか、カラスの飛

来してくる状況はどの程度ふえているのか、

状況を把握されているのでしたらお聞かせい

ただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） まず、登栄のご

み処分場においてのカラスの対応についてで

ございますけれども、町長から答弁させてい

ただきましたけれども、この施設できるに当

たって、登栄自治会、あるいは豊幌自治会か

らカラスに対しての地元要望があり、これに

同意してカラス対策をしっかりやるというこ

とで対応してきているところでございます。

その中で、具体的な対応については、まず

箱わなの設置については、今現在１カ所設置

しているところでございます。それと、猟銃

で一斉駆除を年２回やっているところでござ

います。

先ほど、町全体で８３１羽捕獲していると

いうことでございましたけれども、ここに登

栄処分場にかかる箱わなでとったのが２０８

羽、それと猟銃等でとったのが１７５羽とい

うことで、全体の８３１羽のうち、３８３羽

ということで行っているところであります。

このほかの爆音機、農家周辺に６個貸し出

ししているところで、豊幌地区については４

件、登栄地区については２件ということで

やってございます。

それで、爆音機については、実際的には町

で購入して道央環境センター、委託業者に貸

与しているところでございます。

そのほか、花火については、一時２０年度

まで予算措置してございました。実際的に使

われたのが１８年度までということで、これ

実際花火を道央環境センターのほうで地域の

住民の方にまとめていただいて、それを交付

しているところでございます。

その後、１９年度から現在まで、今回こう

いった話あるまでは要望がないことから、２

０年度までは予算措置してましたけれども、

２１年度から予算してない状況にありますけ

れども、こういった坂田議員から、８月２７

日にそういった相談がありましたので、その

地元の農家の方と話し合いをして、花火につ

いても説明する中で、今回については箱わな
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を設置するということで、今現在進めている

ところでございますので御理解願いたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

時間残されているのはわずかです。

○９番（坂田美栄子君） 時間がありません

ね。

それで、カラスというのは、寿命は詳しく

調べた経過はありませんけれども、１０年か

ら２０年生きるというデータもあるようで

す。カラスの駆除は箱わなということです

が、カラスというのはすごく学習能力が高く

て、一度使うと、なかなかきかないという

データもあります。そんなことで、例えば年

間捕獲する時期というのは、産卵の時期、子

育ての時期に集中してやるほうが効果的だろ

うと言われておりますので、年間通しての計

画の中に、カラスの習性を認知した上で、効

果的な方法が必要なのではないかというふう

に考えておりますので、そこら辺のことを十

分検討した上で取り組んでいただきたいこと

と、最後に、今回出ていました補償の問題に

ついて、どこまで町ができるのか、そんなこ

とも、もしわかる範囲内でお答えしていただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 端的にお願いしま

す。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） １点目の狩猟時

期、駆除の時期については８月と１月に、今

猟友会を通じて行ってございますけれども、

２月から９月まで有害駆除の期間できますの

で、猟友会とも協議しながら、今後対応を進

めてまいりたいと思います。

２点目の補償の問題については、先ほど申

し上げましたとおり、この地区について、こ

の一部分だけについては非常に難しい問題が

ありますので、町としては、やはりカラスの

対策の駆除に精いっぱい努力してまいりたい

というふうに考えてございます。

今後についても、十分農家の方と話し合い

ながら進めてまいりたいと思いますので、御

理解願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。再開は、１３時１５

分といたします。

午後 ０時００分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、通告

をしております３点について、以下質問をい

たします。

大きな１点目は、ＴＰＰ参加反対の取り組

みについてであります。

９月８日から９日開催のＡＰＥＣ首脳会議

でのＴＰＰ交渉参加表明阻止に向けまして、

８月３０日、国会議員２２２人を含む超党派

議員国民集会が開かれるなど、情勢は緊迫し

ております。

世論調査では、現在農業に影響が出るとい

うのは６０％、日本経済全体を悪くするとい

う世論も多数をようやく占めるようになりま

した。しかし、賛否は４０％程度で拮抗する

と、こういう状況であります。

年内にも実施される予定の総選挙で、圧倒

的多数の国民がＴＰＰはだめだと、意思表示

に向けて、さらに努力が求められているとい

うふうに感じているものであります。

そこで、第１に伺いますが、今後のＴＰＰ

参加阻止に向けての町の取り組みについてで

あります。

町議会議員有志でも、再度ＴＰＰ公開講座

を現在計画中でございます。広報びほろでも

毎月特集を組むなど、ＰＲを継続しておりま

す。

美幌町ＴＰＰを考える連絡会議が、ことし

の春、美幌医師会など３団体が加盟し、１２
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団体で構成されておりますが、連絡会が主催

し、全町民参加の反対集会の実施を企画すべ

きではないでしょうか。その際、室内集会に

とどまらず、大きなトラクターや、あるいは

大型のダンプなどを大量動員したデモ行進を

実施すべきではないかと思いますがいかがで

しょうか。

二つ目には、全オホーツク規模の運動の提

起についてであります。

ＴＰＰ参加反対の運動が、この間オホーツ

クレベルで言いますと、１,０００人規模の

室内集会として、２回程度開催されただけで

あります。地域農業の崩壊を初め、保険・医

療制度の崩壊など、住民生活を破壊するＴＰ

Ｐ協定参加阻止行動としては、規模及び内容

ともに私は不十分だというふうに思います。

世論喚起のために、大規模な反対運動を美幌

町として提起すべきではありませんか、伺い

ます。

大きな２点目は、美幌ふるさと祭りについ

てであります。

その一つは、出店数の増加対策についてで

あります。

暴力団の資金源を絶つ目的で、２１年前に

町民手づくりで開始された美幌ふるさと祭り

は、全道・全国にも先進的な祭りであり、衰

退させてはならないものだというふうに思い

ます。

ことしの出店数は４２店舗で、開始当初に

比べて、半減しているという声があります。

人によっては、当初１００ぐらいあったとい

う話もありますが、２年前の５４店舗と比べ

ても２２％減少しておりまして、このまま推

移すれば、ごく近い将来、３０店舗を下回る

可能性が高い、このように感ずるところでご

ざいます。町民手づくりの美幌ふるさと祭り

の運営が、そうなると重大な危機を迎えると

いうように感ずるものでございます。

そこで、一つには、アンケートを行う必要

があるのではないかということであります。

参加した出店者を初め、祭り参加者、あるい

は町民から積極的な改善意見を求めて、その

ためのアンケートを実施してはどうでしょう

か。

二つ目は、なかなか美幌らしさというとこ

ろが、もう一つ足りないと、こういうような

声を聞くわけでありますが、美幌町らしさの

追求を、出店の中で追求するということ。あ

るいは、３日間というのはなかなか大変だと

いう声を聞くわけでありますが、例えば日が

わり屋台、一つの店舗を複数の個人や団体で

運営すると、こういうような試行も行ってみ

る必要があるのではないか。あるいは、美幌

町と姉妹都市が幾つか、あるいは姉妹都市と

は言えないまでも、友好な関係を持っている

都市がございますが、そこに出店の機会を設

けると。来年度の開催に向けて、これら今か

ら準備を始めてはどうでしょうか。

この点の二つ目は、町民参加、これを広く

解釈する必要があるのではないかということ

であります。現在のふるさと祭り、参加する

という意味で、町民の定義は、美幌町に住所

を有するということで、非常に狭く解釈をさ

れているところでございます。町外居住者

で、美幌町に勤務している人が出店の売り子

などに参加したくてもできないという状況に

あります。

昨年４月策定の美幌町自治基本条例では、

町民を美幌町に働き学ぶなど、広く解釈をし

ておりまして、そういう町民の力をかりてま

ちおこしをしようというのが、そもそも条例

の基本精神であります。美幌ふるさと祭りで

も、今後は広い意味の町民参加に切りかえる

べきではないか、このように思いますがいか

がでしょうか。

大きな３点目は、柏ヶ丘霊園内道路整備に

ついてであります。

その一つは、元町と西２条の境界道路の整

備についてであります。

かねて要望のあります、柏ヶ丘霊園内への

お盆時期以外の墓参の利便性を確保するた

め、なかなか方法が難しいのが従来でござい

ましたが、元町と西２条の境界道路のアス

ファルト舗装及び霊園東部へのアクセス確保
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に向けて、道路整備がいよいよ必要となって

いるというふうに思います。

他の通路が非常に傾斜がきついということ

もありまして、雨による決壊などで、既にこ

の夏も不便を来しております。早急の整備を

図るべきではないかと思いますが、いかがで

しょうか。

関連しまして、２点目は大規模災害時の避

難道路確保という点でも、整備が急がれてい

るのではないかと思うところでございます。

美幌町スポーツセンター及びその駐車場は、

災害時などの際の南３西及び元町地域住民の

避難所とされているところであります。しか

し、この地域住民にとって、避難所へのアク

セスには国道１本という、事実上そういう状

況でありまして、難点を持っているところで

あります。

本年２月開催の町自治会連合会役員と町議

会議員との意見交換会においても、冬の避難

所へのアクセス通路ということで問題提起を

既にされているところでもあります。した

がって、元町と西２条の境界道路について

は、その点からも整備が急がれているという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。

以上、第１回目の質問といたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、ＴＰＰ参加反対の取り組みについ

てでありますが、米国主導のＴＰＰは、我が

国においても、農業を初め影響が考えられる

２４分野において、国民への説明が全くな

く、国内論議が深まらない中で進められてお

りますが、さきのＡＰＥＣ首脳会議において

野田首相は、ＴＰＰの参加表明を先送りした

状況は、当然の判断であると思っておりま

す。

ＴＰＰに加わると、関税全廃を原則とする

ため、本町の第一次産業である農畜産物が壊

滅的な被害を受け、地域経済・社会の衰退が

懸念されているところであり、特に本町にお

いては、ＴＰＰによる影響試算が大きいこと

などから、これまでにもセミナーの開催を初

め、反対のぼり旗や看板の作成、広報びほろ

での継続的な特集などにより、町民の皆さん

に断固反対を訴えてまいりました。

本年５月には、美幌町ＴＰＰを考える連絡

会議において、美幌医師会、美幌金融協会、

美幌建設業協会、美幌地区連合会の４団体を

構成員に加え、オール美幌として取り組むこ

とを確認したところであります。

また、町議会議員有志による公開講座の開

催や、美幌町農民同盟作成の反対のぼり旗が

町内各所に設置されておりますが、これも他

市町村に先駆けた取り組みであり、この間、

町民の皆様に御理解をいただいているものと

思っております。

御質問の第１点目、今後のＴＰＰ参加阻止

行動についてでありますが、これまでにも

種々の取り組みを行っておりますことから、

今のところ反対集会やデモ行進などは改めて

考えておりませんが、今後も幅広く関係する

団体に御協力いただきながら、情勢を的確に

とらえた中での判断が必要であると考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。

御質問の２点目、全オホーツク規模の運動

の提起についてでございますが、私もあらゆ

る機会を通じて、国民論議のないままのＴＰ

Ｐ参加交渉は、あり得ないことを訴えてまい

りました。

議員御指摘のオホーツク管内の阻止行動

は、規模、内容とも不十分とのことでありま

すが、今や全国各地で反対の声が多い中、オ

ホーツク町村会やオホーツク圏活性化期成会

においても反対チラシを管内配布するなど、

北海道、とりわけオホーツク管内は反対運動

が盛んな地域と確信していることから、今後

の情勢いかんによって、より効果的な訴え方

を検討してまいりたいと考えております。

なお、ＴＰＰの交渉参加阻止に向けての町

の姿勢としては、当初から何ら変わらないこ

とをいま一度御理解賜りますとともに、議員

有志によるさらなる御協力をお願い申し上げ

る次第であります。
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次に、美幌ふるさと祭りについて。

出店数の増加対策についての御質問にお答

えをいたしたいと思います。

手づくり出店実行委員会主催によるふるさ

と祭りにつきましては、本年２１回目を迎

え、毎年１０万人以上もの多くの町民が会場

に足を運び、にぎわいの中でふるさと祭りを

楽しみ、これまで事故等もなく、盛会に実施

してきております。

本年の出店状況につきましては、議員御指

摘のとおり、２年前に比べ１２店舗減、２２

％の減少で、ここ二、三年では、減少傾向に

あります。

出店数減少の要因につきましては、平日開

催による出店スタッフの確保の問題や、駐屯

地の隊員による出店が演習時期が重なり出店

できなかったことなどと実行委員会から聞い

ております。

１点目に御質問のアンケート調査の実施に

ついてですが、ふるさと祭り手づくり出店実

行委員会は、暴力追放推進協議会、防犯協

会、青少年育成協議会、自治会連合会、商工

会議所、ＪＡ、連合商店会、食堂組合など、

町内２２団体で構成されており、実行委員会

の中でも、各団体から祭りの改善や、あり方

などを含めて多くの意見をいただき、出店者

説明会においても、出店に関する意見交換を

行っていることから、今後においても広く意

見を聞きながら、地域に定着したふるさと祭

りを推進させていただくことを基本に考えて

おります。

２点目の御質問の、美幌町らしさの追求に

ついてでありますが、町民手づくりによるふ

るさと祭りになって２１回目を終え、その間

さまざまな課題を解決しながら続いた祭りと

して、道内でも最大規模で暴力団から取り戻

した秋祭りとして、モデルにもなっておりま

す。

暴力団の関係する露店を排除し、町民みず

から手づくりによるふるさと祭りの取り組み

そのものが美幌らしさであると認識している

ところであります。

また、より町民に楽しんでもらえるような

工夫が必要であるとの意見も聞いておりま

す。

３点目に御質問の日がわり屋台についてで

ありますが、出店従事者、食品管理のほか、

テントの立ち上げから撤収、清掃まで、特定

の者が一貫して責任を持って行うことが不可

欠であり、御提案の日がわり屋台について

は、責任の所在があいまいになることや、出

店駐車場の問題、効率性などを考えますと難

しいと思いますが、手づくり出店実行委員会

の十分な検討が必要と考えております。

４点目に御質問の姉妹都市の出店について

でありますが、本町で開催のふるさと祭りの

趣旨からは、姉妹都市を含め、町外者の出店

は対象としておりませんが、この件につきま

しても、実行委員会でさらに検討して決める

べきものと思っております。

次に、町民参加を広くすることについての

質問でありますが、ふるさと祭りでの町外在

住者の出店、手伝いなどを認めないのは、あ

らゆる手を使って入り込んでくる暴力団に対

して、出店を利用する暴力団に入るすきを与

えないことが基本であり、道内の祭りでも、

暴力団が規則をかいくぐって入り込んできた

実例等もあり、美幌警察署からも、町外在住

者は認めない旨の指導が実行委員会のほうへ

伝えられております。

ふるさと祭りにおいて、広義の町民参加に

切りかえるべきとの御意見でありますが、そ

のような基本理念から、住民による出店が、

これまでのふるさと祭りを支えております。

今後においても、美幌ふるさと祭りにつき

ましては、暴力団の資金源を絶つために、祭

りから暴力団の関係する露店を排除し、あわ

せて青少年の健全育成及び町民手づくりによ

る新しいイベントづくりを目指すよう、ふる

さと祭り手づくり実行委員会並びに美幌警察

署の協力をいただきながら取り進めてまいり

たいと考えております。

次に、柏ヶ丘霊園内道路整備について、元

町と西２条の境界道路の整備についてであり



－ 27 －

ますが、元町と西２条の境界道路、いわゆる

南団地南側の町道から柏ヶ丘霊園を通過し、

陸上競技場及び野球場に連絡する道路であり

ますが、未舗装の上、急勾配の形態となって

いるため、激しい降雨時には路面が洗掘さ

れ、道路が損傷するとともに、洗掘された土

砂が町道へ流出する状況となっており、現在

は維持補修で対応しているところでありま

す。

このことから、柏ヶ丘公園に連絡する道路

については、通行者の安全確保を図るため、

現在策定中であります公園長寿命化計画に舗

装整備を組み入れているところであります

が、早期整備の実現に向け検討してまいりま

す。

また、霊園内道路においても、未舗装で急

勾配のため、降雨により路面状態が悪くなり

やすい状態となっており、維持補修で対応し

ておりますが、降雨による道路損傷を減少さ

せるための調査検討を行いますので、御理解

を願います。

避難所及び避難経路につきましては、現在

地域防災計画の見直し作業中でありますが、

避難所までの経路確保、除雪対策は重要項目

として、美幌町地域防災計画検討委員会の意

見を取り入れ、現在指定されている避難所の

変更及び地域内の民間施設を一時的に避難場

所とするなどの対策を含めた検討を行い、町

民の生命、身体及び財産を災害から保護する

ための万全の対策を期してまいりたいと考え

ておりますので、御理解を願います。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 再質問をさせていた

だきたいと思います。

一つは、ＴＰＰ参加反対の今後の取り組み

の問題であります。

私も美幌町が行っている努力については、

十分評価をしております。ここに持ってきて

おりますが、広報びほろ９月号、８月号、７

月号、６月号、飛んで４月号ということで、

今期に入って、ほとんど毎号連載されていま

す。

１年ぐらい前に、私、全道の調査をしたこ

とあるのですが、美幌町以外は広報に載せて

いないというのが実態でありまして、最近で

は、１回か２回載せる町があるかもしれませ

んけれども、執念を燃やして、ＴＰＰがどん

な内容のものであるかを町民に知らせるとい

うことについては、広報上では、最もすぐれ

た取り組みになっているのは、もう間違いが

ないというように思います。

ただ、どれぐらい読まれているかというの

は、活字離れもありましてですが、しかし非

常に進んでいると。

それと、美幌町に来られた方々が、この春

から異口同音にお話しされているのは、真っ

赤なのぼりがどこに行ってもあるということ

で、この秋には、今度は農村部にも目立つと

いうことで、農民同盟の皆さんの取り組み

が、これは読まなくても目に飛び込んでくる

ので、だれの目にもわかるという状況になっ

ています。あるいは、ポスターがあり、看板

がありということで、美幌町の町の雰囲気

は、足を踏み入れればすぐわかるという状況

になっていることは、十二分に評価をしてお

ります。

実は、私どもで発行している議会と自治体

という本ですが、ここには鹿児島県の徳之島

の取り組みと、あわせて美幌町のそういう取

り組みについて、実は全国に紹介させていた

だいておりまして、これは私がやっていると

いうことではなくて、美幌町がどんな思い

で、どんな取り組みをしているかということ

を紹介をさせていただいている、そういう状

況であります。十二分に評価をした上で、し

かし町民のアンケートというのはなかなかで

きないので、町内の世論調査というのはわか

りませんが、全国的には、私の実感で言え

ば、まだまだＴＰＰの協定参加に賛成だとい

う世論のほうが、反対世論を上回っているな

というのが実感であります。

したがって、早ければ、もしかして１１月
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にも総選挙があるかもしれない。あるいは、

おくれても年明け早々だろうと言われており

まして、ここに各政党がＴＰＰ交渉協定参加

の是非をめぐって公約を発表するだろうとい

うように思っています。

それから、来年の夏には必ず参議院選挙は

あるということで、１年以内に大きな国民の

審判が二度あるという状況を考えたときに、

世論を逆転させるという取り組みは、半端な

話ではないのだろうというように思っていま

す。

そういう意味で、第１回目にお聞きしたの

ですが、御答弁では、ＴＰＰの参加表明を先

送りした状況は当然だと思っているが、まだ

今のところ反対集会やデモ行進などは、改め

ては考えてはいないという状況で、情勢を的

確にとらえた中での判断が必要だということ

であります。

ぜひ私は、美幌町ＴＰＰを考える連絡会

議、私、美幌金融協会が参加されたという情

報を不勉強で持っていなかったので、多分現

時点では、１３団体になるなというように思

いますが、１３団体の協議の中で、何をする

にしても、一月、二月というのは、あっとい

う間に経過いたしますので、しかるべき時点

で必ずやると。世論に訴える、しかもＴＰＰ

の重さにふさわしい取り組みをやるのだとい

うことで、現在からぜひ準備をしていただき

たい。情勢を的確にとらえるというのは、今

がその準備の期間ではないかというように思

います。そういう点で、再度町長の御判断を

お聞きしたいというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） このＴＰＰの問題に

ついては、突然に交渉に入りたいというのが

表明されたということで、私どものこの地域

にとって、一次産業を基幹産業とするこの町

においては、壊滅的な打撃を受けるというこ

とで、今日まで反対の姿勢を崩さず活動をし

てまいりました。

ただいま大江議員から、町の取り組みもい

ろいろ評価をいただいたり、あるいはまた、

もう少し足りないというようなお話もいただ

きました。

９月１１日の新聞によりますと、アメリカ

もこの年内は難しいと、先送りにするという

ような報道がされております。ただ、野田首

相がＡＰＥＣで参加表明しなかったというの

は、これはただひとえに政局を反映した話

で、基本的にはやはり、このＴＰＰ参加とい

うのは、持ち続けているのではないかなと

思っております。

そんな中で、民主党の代表選、あるいは自

民党の総裁選挙で、今政策論争がまさにされ

ているわけですけれども、その中で原発問題

であるとか、あるいは社会保障と税の一体改

革であるとか、あるいは領土問題・領海・領

空問題含めて国のあり方、これらが論議して

いる中の一つとして、ＴＰＰの問題も争点に

なっているということではないかと思ってお

ります。

私は、基本的に反対でありますけれども、

今まさにその代表選であるとか、総裁選で論

議されている中で、やはり国のあるべき姿と

しては、例えばＴＰＰの問題に関して言う

と、やはり輸出産業にとってもいい、そして

国内産業にとってもいい、消費者にとっても

いいという、例えばトリプルウィンをどう図

るかというのが、やはり国家的な役割がそこ

にあるのではないかなと思っておりますの

で、引き続き今後においてもタイムリーな取

り組みをぜひしていきたいと、そんなふうに

思っております。

私もことしの東京のふるさと会、東京美幌

会の中で、地元では今美幌に来られると真っ

赤に染まってますと。それは何かと言うと、

ＴＰＰ反対の動きが極めて美幌は大きいと。

ぜひとも都会に住んでおられる方について

も、ぜひこのＴＰＰが与える、ＴＰＰが交渉

参加になると影響があるということで御理解

をいただきたいということを訴えてきており

ますので、何がタイムリーかというのは非常

に難しい問題があると思いますけれども、い

ずれにしろ反対の姿勢を崩さず、今後もこの
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私どもの持っている町の組織の中でしっかり

と論議をしながら、引き続き反対の行動を

とっていきたいと、そんな思いでございます

ので御理解をいただきたいと、そのように思

います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私も情勢調べている

のですが、さきに行われましたＡＰＥＣの会

議の際には、声明で当初年内妥結という目標

でありましたが、来年以降に先送りするとい

う考えが示されまして、少し時間がとれるの

かなというように思います。

また、１５日に閉幕いたしましたアメリカ

やオーストラリアなど９カ国によりますＴＰ

Ｐの第１４回拡大交渉の中で、合意への前進

は強調されたけれども、ここでも目指してき

た年内妥結に変わって、各国が１３年末まで

の妥結に標準を合わせるという方向で、全体

的にずれ込んでいるという状況であります。

ちょうどそういうときに、アメリカを初め

といたしまして、大変な記録的な干ばつとい

うことで、穀物相場がウナギ登りになってい

ます。

簡単でないと、野田首相が完全に前のめり

になってまして、これらの状況をちゃんと押

さえるかどうかはわかりませんが、しかし再

選されるであろう野田首相の多分腹の中に

は、交渉参加ということは、決める政治をや

るのだと言っておられるので、多分無理押し

されるだろうと思いますし、自民党さんも東

京と北海道では代議士の発言がくるくる変

わっているということで、もともとＴＰＰ参

加というのか、自由貿易が党是で自民党さん

ありますので、予断は許されないと。

世論調査で大変支持率が高くなっておりま

す、橋下さんが率いる維新の会、ＴＰＰ参加

推進ということで、したがって第１党から第

３党までなる予定というのですか、そういう

大きな勢力は、自由貿易推進ということです

から、マスコミも含めまして、国民世論への

影響は相当大きいので、巻き返しが当然図ら

れてくるというように思っております。

そこで私は、せっかく１３団体ということ

で腹が固まっている美幌町ＴＰＰを考える連

絡会議が、いよいよ中心の舞台に出てくる段

取りではないかというように、そういう意味

で思っております。場合によっては、二つの

選挙で仮に決着がつかない場合であっても、

１３年度中という点では予断を許さないと。

しかも、すべての品目が関税撤廃というのが

原則でありますので、美幌町が多大な影響を

受けることは、これ必至であるというような

状況を考えた場合に、秋から少なくとも春、

できるだけ早い時期に向かって、相当大規模

な、しかもよその町ではまだまだやられてな

いというような全町民を挙げた取り組みが、

今が仕込みの時期になってきているのではな

いかというふうに思っておりますが、いかが

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、代表選だとか総

裁選に向けて、各候補者がいろいろ公約的な

ことをお話しして、その中でＴＰＰに対する

スタンスもそれぞれあると思います。そんな

中で、ＴＰＰについては、もう原則規制のな

い、すべて解放するということで、我々これ

が交渉に入ると影響を受けるということで、

ＪＡ中央会あたりは、ＦＴＡでもいいのでな

いか、ＥＰＡでもいいのでないかと、お互い

交渉できるからそれでもいいのでないか、そ

ういった論議がないということの中で進んで

いくことが、果たしてどうなのかということ

だと思います。

いずれにしろ、私どもだけで判断して進め

るわけにはまいらないと思いますので、連絡

会議の中で論議をしながら、そして息切れし

ないように、やはりやらなければいけない

と。

広報のほうも６月から、来月１０月号もま

たやろうと思っていますけれども、ネタ切れ

気味もちょっとあるので、そういった意味で

息切れしないように、間明かないような形

で、何とか町民の皆さんにその影響を訴え

て、やはりＴＰＰ反対に向かっていきたい
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と、そんな思いであります。

ただ、一縷の望みとしては、現政権の中の

副大臣が北海道出身の佐々木副大臣でありま

す。上川地方、名寄出身ということで、戸別

所得補償のときも担当されていたということ

で、地域の声を拾い上げてくれているという

ことでありますから、こういったところにも

声を上げながら、こういった方の発言も、一

部発言として、ＴＰＰに慎重な立場をとって

いきたいというような発言もされていますの

で、さらに突っ込んだ発言で、この北海道に

おける生産者、あるいは地域を憂うものに力

を与えていただけるのではないかなと、その

ように期待をしているところであります。

いずれにしろ、息切れしないというのが、

これ多分長い話になると思いますので、息切

れしないような取り組みをしっかりと着実に

取り組んでまいりたいと、そのように思って

おります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ぜひしっかり計画を

練っていただいて、美幌町民も、あるいは道

内の自治体の皆さんも発想を、ＴＰＰに対す

る取り組み、見事だと言われるような取り組

みを、ぜひこの１３団体で御検討いただけれ

ばと思います。

ようやく最近大手マスコミも、国民の深い

ところで動いている、その行動については、

発表せざるを得ないというふうに姿勢も変

わってきております。ぜひそういう点で、情

勢を一変させるような計画を、ぜひ御検討い

ただきたいということで、地元の問題につい

ては終わりにいたしますが、管内的な規模の

反対運動という点で、私参加はしております

が、何とも十分でないのではないかというの

が、燃え切らないというのですかね、不完全

燃焼で戻っております。これだけ美幌町が試

算を発表しておりますように、町が崩壊する

と言われる割には、その取り組みが弱いとい

うのが一つの特徴だなというように思ってい

ます。

美幌町長も含む管内の首長会議、議会のメ

ンバーも入っておりますので、行政、議会も

含めて検討されている割には、ちょっと元気

がないというのが実態であります。

農閑期が迫ってもきていると、忙しい中で

という時ももちろんあると思いますが、やろ

うとすれば、十分できる時期を今控えている

ということで、必ずしも総合振興局所在地で

はなくて、やっぱり最大のへそのあたりの北

見市を舞台にいたしまして、少しけた違いの

取り組みをやらないと、全オホーツクの機運

は上がらないというふうに思います。その提

起は美幌町長が行って、十分値があるという

ふうに思いますので、いま一度お聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、オホーツク管内

１８市町村ですか、同じような産業形態だと

思います。酪農、畜産、畑作の違いはあると

はいえ、第一次産業を基幹産業とするという

のは、地域では一致すると思いますけれど

も、その中でも、やはり若干の温度差がある

のは、これあります。その中で、美幌がかな

り進んだ取り組みをしているということで、

そういった実績を踏まえながら、また、自信

を持って、町村会の中でも情勢を見ながら、

また発言をしていきたていと思っておりま

す。

美幌が進んでいるというような自負を持っ

ていると、議員おっしゃるように不完全燃焼

の部分も感じないわけではありませんけれど

も、これを言ってしまうと、またいろいろ差

しさわりがあるので、この程度にとどめてお

きたいと思いますけれども、いずれにしろ美

幌だけ頑張ってもだめでありますし、農業だ

け頑張ってもだめだと。その他２４分野があ

るわけですから、すべてのところで、やはり

影響があるという認識を再度していかなけれ

ば、都市型の市が余り熱心でないとか、農村

地帯だけ頑張っているということではだめだ

と、そんなふうに思っております。そういっ

た意味で、最初のときにお答えしたように、

我々も都市、輸出産業が並ぶこの太平洋地域
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とけんかするという意味ではなくて、お互い

やはり日本の国内で、お互いを理解し、尊重

し合う中で、やはり日本の発展を願うという

のが基本だと思います。

ややもすると、すべての問題が国の指導の

もと、対立軸をつくって、その中での話とい

うことでは、国をつくる形としては非常にど

うなのかなという思いありますので、できる

限りの機会を見つけて発言をしていきたい

と、そんなことを思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 次のテーマもありま

すので、ＴＰＰについては、この程度といた

したいと思います。

美幌ふるさと祭りについてであります。

最近１０年間の出店数、それから参加数の

データは、担当からいただいてまいりまし

た。この間、６０店舗から５０店舗で大体推

移しているというような状況かと思います

が、２年前５４店舗、昨年４８店舗、ことし

４２店舗ということで、店舗数の減少につい

て大変気になります。

私は、２０年前には美幌町にいなかったの

でわからないのですが、当時は相当の出店数

があったということで、人によって評価が違

いますので、この際、最も多かったのはどの

時期で、どの程度の出店数があったのか、２

けたを超えたという話もありますし、いや、

８０店舗前後でないかというような話もあり

まして、とりあえず共通認識にするという点

で、もしデータがございましたらお示しいた

だければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 住民活動主幹。

○住民活動主幹（丸山俊夫君） ふるさと祭

りを開始した当初の店舗数につきましては、

当時の資料によりますと、平成４年で７９店

舗の出店ということとなっております。それ

で、一番多い人数につきまして実行委員会の

ほうに聞きますと、平成４年の二、三年後あ

と、たしか３店舗か４店舗多いのが一番多

かったのではないかという話でありますの

で、一番多いのは、８３店舗程度かなという

ふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） そういたしますと、

ことし４２店舗なので、半減しているという

ことだと思います。

私も５年前から出店させていただいている

かなというふうに思っておりまして、その当

時のにぎわい、にぎわいにおいては、余り変

わってないのかなと、人出についてはそんな

感じしておりますが、店舗数はやはり少し寂

しいという感じをしております。

この２年前の５４、３年前なら５７という

ことで、５７、５４、４８、４２と減少傾向

にある。今のうちだから、何とか手を打つ必

要があるのではないかというように思ったの

が質問のきっかけであります。

申し上げますが、私は暴力団の資金源を絶

つ目的で町民手づくり、しかも２０年以上続

いているということについては、最大限評価

をしている者の一人であります。

そして、１０万人ぐらいの来場者があると

いうことですが、この点については、同じよ

うな顔ぶれが何回も往復してますのでね、１

０万人本当に来ているかどうかはちょっとわ

かりませんが、いずれにしましても、子供さ

んを含めて安心し切って楽しんでいるという

この祭りを、しり切れトンボにさせてはいけ

ない。かつてこうだったということで、昔話

にされるのでは、芸のない話だなというふう

に思っておりまして、そういう意味で、再興

を図るために何が今必要なのかということ

で、そういう問題意識で質問に立っているわ

けであります。

そこで、再質問いたしますが、出店数の減

少の要因について、実行委員会では、平日開

催による出店スタッフの確保の問題などが指

摘をされておりますが、今年は火水木であり

ます。来年は水木金、１日ずれていくのだろ

うというふうに思います。したがって、７年

間で平日開催を余儀なくされるのは、３回ほ

どあるのでないかというように思いますが、

そういう場合でも出店数をどう確保するのか
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という問題が実はあるのだろうと思います。

それと、出店した店が率直な意見を述べる

場所というのは、多分私の記憶では、この４

年間ほどないかなというように思っておりま

す。したがって、ことしからぜひ出店をし

て、どう改善をすべきなのか、どのように発

展させるべきなのかという点で、４２の店舗

はもとよりですが、広く町民の皆様に、より

発展させるためにどういう御意見をお持ちな

のか、これはぜひやっていただきたいという

ふうに思っているのですが、いかがでしょう

か。

当初やるよという御回答、御答弁をいただ

けるかなと思ったのですが、そのようになっ

ていないので再度伺いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員おっしゃるよう

に、資料もお手元に届いているということ

で、多少年度によってでこぼこがあります。

出店数がふえたり、あるいは減ったりという

ことで、ここ３カ年見ると減少傾向だと。

今担当のほうから、最大で８３店舗あっ

て、今４２店舗だということで、ただこれ

が、やはり一過性のものなのか、あるいはこ

のふるさと祭りが、経年的に興味を失って

減ってきているのかというようなことの要因

がなかなか難しいというのがあると思いま

す。その辺、原因をどうつかまえていくかと

いうことが、マーケット調査を含めてやった

らどうでしょうかというような御提案だと思

います。

それで、この推移を見ますと、店舗は減っ

てますけれども、来場者の数は余り減ってな

い。１０万人が正しいかどうかと言うより

は、これはもう主催者発表ですから、議員信

じるというか、これはもう尊重して受けとめ

ていただきたいと思いますけれども、来場者

の数も、最大で今手元に持っている資料で１

３万人ですから、まあいずれにしろ１０万人

を超える人を集めるお祭りですから、来場者

は余り変化がない中、店舗の数が減ると。

これちょっと中身見てみないとわかりませ

んけれども、店舗の種類も多分、昔は植木が

何店舗があったりして、今植木は多分ないと

思いますけれども、そういった意味で、時代

によって変わってきているのだろうなと。

それで、店舗数減るのが、これ一過性のも

のであれば非常にありがたいということで、

１回目の答弁で、駐屯地隊員の皆さんが演習

に行ったということで、実はことしも予定さ

れていたということですが、演習入ったとい

うことで、来年にもまた出店を計画したいと

いうようなことあると思います。

いずれにしろ、アンケート調査がいいのか

どうかを含めて、今回かなり具体的な御提案

の質問をいただいております。これは委員会

だけでなくて、こういう公の場で具体的な提

案をいただいたので、町民の皆さんも多分報

道を通じて、この実態をわかっていただける

ということで、こういったことが表の論議を

されるということは極めて重要だと思います

ので、町だけで決められる話でもありません

ので、数多くの団体が参加しての実行委員会

をつくっておりますので、その中で論議をぜ

ひしていただきたいし、私どもも論議の提案

をさせていただきたい。

ただふえれば、ふえて少し甘さが出て、何

かの力がそこから入ってくるということだけ

は基本的にさせてはならない。

この祭り、２１回目です。２１年前に初め

て取り組んだときの、その取り組みのことを

考えると、議員おっしゃるように、この祭り

をやはり衰退させたり、やめてしまうという

ことだけは、何としても阻止しなければなら

ないだろうと、そんなふうに思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 昨年、２０回の記念

ということで、最初の段階で美幌警察署にお

られた幹部の方が、私の店にお寄りいただい

て、こういう話をされました。素人は大変い

いんだと。けれども、２０年続くとは思わな

かったという話です。その理由は、どうして

もマンネリに陥るので気をつけたほうがいい
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よと。プロはプロとしてそれなりに考えてい

るので、いいところは取り入れて、参加させ

るという意味ではもちろんなくて、マンネリ

だけは気をつけないと廃れるよというお話を

されて、耳に残っております。

私どもも、これだけの、１０万人が例えば

１,０００円お買い物いただいたら、１店舗

当たり幾らだという話をされる実行委員会の

方もいらっしゃいましたけれども、そんな簡

単な状況ではないのですよね。全くのボラン

ティアで、ボランティアなので黒字になると

いうのが実態で、そういう中でも美幌らしさ

をどうやって追求するかということで、イチ

ゴを出したり、あるいは最近ではトマトを出

したりということで、農業の町美幌というこ

とを意識した取り組みはしているつもりです

が、より美幌らしさというものを追求する必

要はあるだろうというように思っています。

今回は、あと１年近く日にちがあるという

ことで、問題提起もありまして、幾つかの課

題を提起させていただいたのですが、ぜひ町

民参加という部分については、住民参加では

なくて、やっぱり美幌町に縁の深い方々の力

もぜひこの際かりて、知恵と力をかりなが

ら、広い意味の町民参加という道は、ぜひ追

求していただきたいと。もちろん暴力団構成

員であれば、警察はリストを持っておられる

ので、事前にチェックできると思いますし、

出店の責任者も連帯責任だよということで対

応も可能ではないかと思いますので、このこ

とについては、ぜひ御検討いただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 基本はもう手づく

り、町民の皆さんが手づくりということです

ので、町民参加、広義に考えるという御提案

でありますけれども、先ほど言いましたよう

に、資格を甘くすると、やはり一気に崩れる

という、そういう懸念もありますので、慎重

に考えていきたいと、そんなふうに思ってお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 時間がありませんの

で、ぜひ前向きに御検討いただければという

ことを申し上げて、次に移ります。

柏ヶ丘霊園内道路整備についてであります

が、第１回目の御答弁で、公園長寿命化計画

で舗装整備をできるだけ早く実現をしていき

たいという方向性が出されたことは、大変あ

りがたいというように思っています。

その際、多分これで最後の質問にならざる

を得ないかと思いますので、一、二点まとめ

ますが、舗装整備の際には、ぜひ墓園東側墓

地へのアクセスを、日常的に行けるというふ

うに路線を図っていただけないかというのが

１点であります。

それから、現在墓園東側の墓地につきまし

ては、スポーツセンターの駐車場のロープを

ほどいて、一時的に通行可能な状況をお盆の

ときにされてます。ただ、この場所は障害者

の車いす駐車場そのものでありまして、ス

ポーツセンターを利用されている身障者から

不便なんだという声もございます。墓参はお

盆以外にもされていますので、しかもこれか

ら高齢社会が進みます。当面の措置として

も、東側墓地へのアクセス道路の改善ができ

ないか、なお御検討いただきたいというふう

に思いますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ふるさと祭り、前向

きに考えてということであります。美幌町の

さまざまな祭りも、かなり回を重ねたものが

あります。美幌峠まつりが５８回、ことしで

５８回です。それから、観光和牛まつりが３

３回、ふるさと盆踊りが１０回、それから

デュアスロンが２６回、ふるさと祭りが２１

回と、冬まつりが２２回ということで、例え

ば和牛まつりも、当初は川下りもやっており

ました。それから、スカイダイビングもやっ

ておりました。時代によって、やはり残すた

めに、これからもあり続けるためにどう変え

ていくか、このことが極めて重要だと思いま

すので、町も検討しますし、実行委員会含め

て検討していきたいと思っております。
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それから、柏ヶ丘公園のことでありますけ

れども、南に南町と元町の急斜面の道路につ

いては、公園の長寿命化の中で考えていきた

いということでありますけれども、東側全体

通じて、墓園の中、市街地共同墓地含めたあ

そこのアクセスをどうするかということは、

これ重要なことだと思いますので、全体の中

で検討しなければいけないなと思っておりま

す。

また、東側のところについては、ロープを

外してということでありますけれども、これ

もできることは、速やかにやれるようなこと

は考えていきたいと、そんなふうに思ってお

りますので、御理解をいただきたいと、その

ように思います。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、２番大江道

男さんの一般質問を終わります。

これで、一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開は、２時３０

分からとします。

午後 ２時１５分 休憩

────────────────

午後 ２時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 諮問第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 諮問第２

号人権擁護委員候補の推薦についてを議題と

します。

直ちに提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 諮問第２号人権擁護

委員候補者の推薦について御説明を申し上げ

ます。

人権擁護委員渡部順子氏、長岡敬幸氏は、

平成２４年１２月３１日をもって任期満了と

なるので、次の者を候補者として推薦いたし

たく、人権擁護委員会法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求めるという内容でご

ざいます。

記。

住所、美幌町字東２条南１丁目１番地の１

４。

氏名、渡部順子さん。

生年月日、昭和１５年９月２０日。

住所、美幌町字西１条南２丁目１５番地の

１。

氏名、長岡敬幸さん。

生年月日、昭和２４年１月１１日でありま

す。

お二人について、議会の御意見をいただき

たいという内容でございます。

御説明を申し上げました。よろしくお願い

をいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、諮問第２号人権擁護委員候補の

推薦についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、諮問のとおり適任とする意見に賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は諮問のとおり適任とす

る意見に決定しました。

─────────────────────

◎日程第４ 議案第４８号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 議案第４

８号美幌町基金条例の一部を改正する条例制

定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の３ページ

をお開き願いたいと思います。

議案第４８号美幌町基金条例の一部を改正

する条例制定について御説明申し上げます。

美幌町基金条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとするということで、改

正内容につきましては、参考資料で御説明を

いたしますので、参考資料の１ページをお開
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きいただきたいと思います。

今回の基金条例の改正目的でありますけれ

ども、大きくは２点でございます。

１点目につきましては、美幌町民会館第１

ホール「びほーる」の完成に伴いまして、従

来ありました教育文化会館基金、これは建設

を目的とした基金でありましたので、この基

金を廃止し、町内外の方々から芸術文化振興

を目的とした御寄附も既にいただいておりま

すことから、また、さらに今後教育文化振興

のために力をやはり注いでいかなければなら

ないということで、ソフト面の充実を図ると

いう目的を持った芸術文化振興基金を新たに

創設をするものであります。

２点目につきましては、町営住宅敷金基金

の運用益金の処理について、現在規定をして

おりますけれども、町営住宅入居者の共同の

利便となる施設費にその益金、これは基金利

息であります。この利息につきましては、施

設費に充てることを規定するものでありま

す。

改正内容といたしましては、まず１点目の

芸術文化振興基金の創設並びに従前の文化会

館建設基金の廃止につきましては、それぞれ

削除するものと加えるものということで、さ

らに第３番目に書いてあります、第５条第４

項第２号関係につきましては、ふるさとづく

り基金の処分についての規定であります。そ

の中で、文化及びスポーツ振興事業という文

言が入っておりますけれども、この文化につ

いて、芸術文化振興基金の目的のほうに持っ

てまいりますので、この部分をふるさとづく

り基金の処分目的から削除いたすという文言

整理でございます。

そして、町営住宅敷金基金につきまして

は、先ほども申し上げましたように、この基

金につきましては、今現在の規定では、他の

基金と同様に、その基金の運用から生じる収

益、基金利息につきましては、基金に編入す

ることとなっているわけでございますけれど

も、この町営住宅敷金というものは、あくま

でも家賃の預かり金でございますので、その

性質から、ほかの基金と扱いを異なりまし

て、それは基金化するのではなくて、目的で

今説明しましたように、その年度年度の施設

費に充てるということに文言を整理しようと

するものでございます。

施行日につきましては、平成２４年９月２

８日。

なお、参考資料の２ページから３ページに

かけまして新旧対照表を添付しておりますの

で、御参考にしていただきたいと思います。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） 今の説明、間違い

だとは思っていませんが、議運のときの説明

と多少違うのかなという思いがあります。本

来は基金の整理のときの扱いで、何か失念し

ていたからというような御説明もあった上

で、そういう趣旨からいって、この利息分で

すか、上のほうに使いたいということを、復

活させたいという趣旨だったかなという思い

が１点あります。そういう意味では、今回復

活に向けてのお話かなというふうに純粋に承

りたいのですが、この何年間の間、不都合が

あったら、その辺も改めて御紹介をいただき

ながら、この復活に対して、真摯に採決した

いなと思っております。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） ただいま吉住議

員の御質問でございますが、議運のときに説

明したとおりでございます。詳しくは、平成

２１年に基金条例を統合いたしました。その

ときに、一本化した条例に直したわけでござ

いますが、そのときに、この町営住宅敷金基

金の運用基金の処理についての規定も、他の

基金と同様の扱いで実は規定したところであ

ります。しかし、先ほど説明したように、こ

の敷金の基金の運用益というのは、やはり他

の基金とは性格が違いますので、実はそのと

きから、本来はそのときに、この規定を今の
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直そうとしている規定にすべきであったこと

を、他の基金と一緒になってしまったという

ことで、失念をしたということで、今回改め

てもとに戻したいということでお願いしたい

ということであります。よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第４８号美幌町基金条例の

一部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第５ 議案第４９号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 議案第４

９号平成２４年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議案

の５ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第４９号平成２４年度美幌町一般会計

補正予算（第６号）について御説明を申し上

げます。

平成２４年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３,８０２万９,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ９５億９,４１４万１,０００

円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

それでは、議案の１７ページをお開きいた

だきたいと思います。

歳出でございます。

総務費、一番上段でございます財政管理事

業の普通旅費１１万２,０００円の増額補正

でございます。この増額補正につきまして

は、不採算地区病院にかかる特別交付税措置

の経過措置が、御承知のとおり平成２５年度

までの時限的な措置となっておりまして、２

５年度をもって満了となります。その後の財

政措置につきましては、現在のところ、まだ

何も決まっているものがございません。見通

しについてもございませんが、何らかの措置

がなければ病院経営は大変な危機に陥る、あ

るいは美幌町の財政も大変な危機に陥るとい

うことで、同様の自治体とも連携をとりなが

ら、国、道に働きかけ、何とかその後の財政

支援についてもお願いをしてまいりたいとい

うことで、その旅費の増額をお願いをしたい

というものでございます。

次に、企画費の一般事務費、各種研修等報

償２０万円の減額と、一つ飛びまして、負担

金にあります自治基本条例制定１周年記念事

業実行委員会負担金の増額補正３１万円につ

きましては、これ予算の組みかえでございま

す。当初予算では、直営でこの記念事業を実

施することで、報償費で予算を組んでいたと

ころでありますけれども、今回実行委員会方

式にいたしたところでございまして、今回報

償費から負担金に組みかえをさせていただき

たいということが１点と、この内容が自治推

進委員会等で議論した中でほぼ決定をいたし

まして、その事業費の確定によりまして、今

回若干の増額をさせていただきたいというも

のでございます。

この事業費総額では、４６万円を見ており

まして、そのうち３１万円が町負担、それか

ら社会福祉協議会が１０万円、包括支援セン

ターが５万円ということで、三者共同により

捻出をいたしまして実施するというものでご

ざいまして、メーンは記念の講演会、そして
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フォトコンテストを実施するという内容に

なってございます。

１段戻りまして普通旅費１１万９,０００

円の増額でございますが、これにつきまして

は、現過疎法の関係でございます。現過疎法

は、ことし平成３２年まで期限を単純延長の

決定をいたしたところでございます。しか

し、その過疎要件につきましては、今のとこ

ろ改正の決定には至っていないということ

で、このままですと美幌町は過疎指定は受け

られないということになりますが、現実問題

として、この過疎要件の内容で、人口に関し

てでございますけれども、人口の減少率は平

成１７年の国調と、それ以前の人口に対する

減少率を実は今使っているところでありま

す。しかし、平成２２年の国調が既に決定を

し、公表されたところでありますが、現在の

ところ、その新しい国調を要件として置きか

えるという考え方は、まだ国は打ち出してお

りません。しかし、美幌町の場合、平成２２

年度国調を用いますと、今の過疎要件に合致

するというようなことから、何とかこの辺の

見直しを国に働きをかけて、最新の国調を使

うようにしていただきたいということで、そ

ういった要請活動を行いたいという活動費の

旅費でございます。

次に、積立金でございます。２１７万円の

増額補正でございます。

まず、１点目は、６月２２日に新町１丁目

３７番地の１１にお住まいの宮田博行様よ

り、故父貢様が亡くなりまして４９日が過

ぎ、生前町にお世話になったということで、

まちづくりのために役立ててほしいと１００

万円の寄附をいただいたこと。それから、２

点目としまして、８月２１日に東１条北３丁

目、マルヤビル３０周年記念事業実行委員会

代表圓谷知美様より、記念事業の収益金の一

部をまちづくりに役立ててほしいと２万円の

御寄附を。さらに５月２４日から８月２４日

までに受けましたふるさと寄附金２７件、４

１６万円のうち、目的を定めない寄附金とい

たしまして１１５万円、これらをふるさとづ

くり基金に積み立てをしようとするものでご

ざいます。積み立て後の年度末の基金残高

は、８,６７２万円となる見込みでございま

す。

次に、国内外交流事業でケンブリッジ交流

事業負担金１３万５,０００円の新規増額補

正でございます。これにつきましては、平成

１６年以来でありますけれども、今年１０月

１０日から１５日にかけまして、５泊６日で

１０名の方がケンブリッジから来町するとい

うことに決定をいたしまして、これらにかか

る交流事業経費として補正をいただこうとす

るものでございます。

次に、需用費の修繕料、会館管理費の修繕

料でございます。これは町民会館の修繕料で

ありますけれども、「びほーる」完成により

まして、電話交換機等の関係で、点検、運行

等を実は行ったところ、この電話交換機につ

きましては、昭和６０年に設置したものであ

りまして、既に２７年使用し、既に部品がも

う製造されていないということで、今後故障

が起きますと修理不可能ということが判明を

いたしましたので、今回この更新をさせてい

ただきたいということで増額をお願いするも

のでございます。

次に、住民活動の地域集会室用建物改修工

事１,１８３万４,０００円でございます。こ

れにつきましては、５月臨時町議会で財産購

入費の議決をいただいた旧釧路地方法務局美

幌出張所建物を主に地域集会室に改修する計

画で、地元自治会等と協議が整いまして、今

回予算化をお願いし、年内をめどに供用開始

を目指すというものでございまして、改修内

容につきましては、このたび追加配付資料と

いたしまして、参考資料として配付をさせて

いただきましたので、追加資料の１枚ものを

見ていただきたいと思います。

これは改修内容の平面図でございます。

改修内容の主な点でございますけれども、

簡単に言いますと、建物の右側半分になりま

すが、このホールからポーチにかけて右側、

そして下が集会室１、２でございますが、こ
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の部分が、今までの法務局の事務所として使

われていた１フロアになっている部分でござ

います。この部分を、この図面のように、ま

ずはホールを設けまして、ここから靴を脱い

でいただいて上履きで上がって使っていただ

くということで考えている計画でございま

す。そして、このホールの部分につきまして

は、床をタイルカーペット張りにするという

内容でございます。そして、廊下等を設ける

ために、間仕切りをごらんのようにつけまし

て、ドア等をつけまして、大きくは集会室１

と集会室２に分けて、この間を可動間仕切り

で１部屋でも２部屋でも両方で使えるという

ようにするということで、記載の面積のとお

りでありまして、この集会室１、２を合わせ

ますと、面積的には９８.６平方メートルに

なります。

ちなみに、現在の南町集会室での、主に集

会所として使用されている部屋につきまして

は、旧裁判所でありますけれども、２階にな

ります会議室でありまして、約３０平米とい

うことで、非常に狭い部屋でございます。こ

れに比べますと、約３倍の広さが使えるとい

うようなことと、小さな会議では二つに分け

て使えるというようなこと、さらには今まで

２階を主に使っておりましたけれども、今回

は平屋建てということで、１階で使えるとい

うことで、相当使い勝手がいい状況になろう

かなと思います。

この集会室１、２につきましても、ホール

と同様床をタイルカーペット張り、今はＰタ

イルでございますけれども、それをタイル

カーペット張り、簡単に言うとじゅうたん張

りの状態にして、テーブル、いすでも使えま

すし、そのまま座布団等で座っても使えると

いうような、両方で使えるような内容にいた

したいという計画でございます。

また、選挙時におきましては、投票所とし

ても使いたいという意向が選挙管理委員会の

ほうからもありましたので、一応土足厳禁に

なっておりますけれども、ほかの投票所と同

様、シート等を敷いた中で投票所として使っ

ていただくという内容で協議が整っておりま

す。

工事概要につきましては、下のほうに書い

てありますように、間仕切りは廊下、部屋を

分けるというようなことで、軽量鉄骨で間仕

切りを設けまして、壁を張りまして集会室と

倉庫と廊下、それらに区分をいたしまして、

ドア等をつけるという内容でございます。

さらには、ポーチと風除室になります。現

在は自動ドアでありますけれども、保守点検

等に費用はやっぱり要するために、この部分

については、手動式に取りかえるという内容

になっております。

そのほか、外部の工事といたしまして、屋

上の防水につきまして、防水改修を行うとい

うことの内容でございます。

ほかには、建築附帯の電気設備工事とし

て、照明器具の移転・増設でありますとか、

消防用設備の設置でありますとか、あるいは

機械設備といたしましては、ストーブの設置

あるいは灯油タンクの移設、あるいは換気設

備の設置、トイレの便器の改修、消防用設備

の設置等々になってございます。合わせまし

て、予算総額は１,１８３万４,０００円とな

りまして、すべて一般財源でございます。

それでは、議案の１７ページにお戻り願い

たいと思います。

庁用備品でございます。５２万６,０００

円の新規増額補正でございます。これにつき

ましては、新たな集会室の会議用テーブル２

０台分とパイプいす６０脚の分でございま

す。

次に、財政調整等基金費の積立金の１００

万円の増額補正でございますが、これにつき

ましては、８月１０日に東京都世田谷区にお

住まいの本田忠盛様から、「びほーる」オー

プンに伴いまして、備品施設整備に役立てて

ほしいと１００万円の御寄附をいただきまし

たので、今後「びほーる」でさらに備品等の

不足分が出たときに活用させていただくとい

うことで、公共施設整備基金に積み立てをし

ようとするものでございます。
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年度末における公共施設整備基金の残高

は、７億３,４５０万３,０００円となる見込

みでございます。

次に、諸費でございます。まず、隊友会美

幌支部創立５０周年記念事業補助金３０万円

の新規増額補正でございますが、これにつき

ましては、今年隊友会美幌支部が創立５０周

年を迎えるということで、記念誌を発行する

ということでの申請がございまして、他の記

念誌事業補助金と同様に、その２分の１を補

助するものでございます。記念誌は、３４５

部の作成ということで伺っております。

次に、一番下になりますが、東日本大震災

復興支援事業といたしまして、各種行事等報

償１５万円から、次のページ、特別旅費１９

万２,０００円、消耗品費７,０００円、通信

運搬費７万円の増額補正でございます。これ

につきましては、今現在宮城県山元町に町職

員１名を派遣をしておりますけれども、この

山元町において、まだまだ完全な復興には

至ってないわけでございますが、昨年度か

ら、この住民の方々の笑顔と元気を取り戻

し、復興への活力を生み出すイベントといた

しまして、山元町ふれあい産業祭りというの

を催しているということでございます。

このたび、このお祭りに際して、復興支援

ブースへの出店依頼がありました。我が町と

いたしましても、さらに復興の一助にという

ことで、さらなる支援、この要望にこたえた

く、その出店経費を予算化をしたいというも

のでございまして、一番上段の各種行事等報

償費につきましては、観光物産協会にもお願

いをいたしまして、２名に行っていただくと

いう経費でございます。

それから、次のページ、１９ページの上

段、特別旅費につきましては、町の職員も２

名を派遣するという旅費でございます。

次の消耗品費につきましては、出店に伴い

ます資材の梱包資材分でございます。

それから、通信運搬費につきましては、物

資の運搬費でございます。

なお、このほかに職員組合からも１人から

２人の派遣をするということで協議が整って

おりまして、今行っております派遣職員合わ

せますと、最大で７名が参加をし、出店を

し、イベントに参加をして盛り上げたいとい

うものでございます。

また、さらには特産品につきましては、Ｊ

Ａあるいは商工会議所からも支援をいただけ

るということになってございますので、御理

解願いたいと思います。

次、１９ページの統計調査費でございます

けれども、消耗品の増２万３,０００円、こ

れにつきましては、歳入でも触れますが、経

済センサス活動調査委託金の増額配分があっ

たことによる消耗品の増額ということで、プ

リンタートナーの１箱分の計上でございま

す。

次に、民生費でございます。社会福祉費の

積立金４万円の増額でございますが、これに

つきましては、６月２５日にありましたふる

さと寄附金１万円と、７月３０日にありまし

た栄町１丁目１４番地の２にお住まいの加藤

幸子様より、７月７日、夫三郎様がご逝去さ

れ、生前障害福祉サービスのお世話になった

ことから、社会福祉のために役立ててほしい

と３万円の御寄附をいただきましたので、今

回福祉基金に積み立てをしようとするもので

ございまして、年度末における基金残高の見

込みは、３億４,７８５万７,０００円の見込

みでございます。

次、高齢者福祉費の老人保健医療事業費に

おける償還金利子及び割引料につきまして

は、平成２３年度分支払い基金交付金精算に

よる返還金でございます。

次の障害者自立支援事業の償還金利子及び

割引料につきましても、平成２３年度分精算

による返還金でございまして、中身は更生医

療費、それから補装具費の精算による返還金

でございます。

次、児童福祉費でございます。認可外保育

所利用者補助金４０万７,０００円の増額補

正でございます。これにつきましては、補助

対象児の増ということで、内訳といたしまし
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ては、ゼロ歳児が４名から７名にふえたこ

と、１歳児が６名から８名にふえたこと、２

歳児が２名から３名にふえたことによるもの

でございます。

このページの一番下になります保育園費、

通信運搬費でございます。６万２,０００円

の増額でございますが、２３年度において火

災通報装置を設置したところでありました

が、電話回線の増設が必要となったことか

ら、これらを増設する費用として６万２,０

００円を増額しようとするものでございま

す。

次、２１ページをお開き願いたいと思いま

す。

一番上段のごみ処分場維持管理事業の光熱

水費３１５万４,０００円の増額でございま

すが、これにつきましては、第３期埋め立て

処分場侵出水処理施設の電気料金でございま

すが、今年度から第１基、２基の水処理施設

と第３基の水処理施設が併用運行をいたして

おります。これに伴いまして、２カ所の水処

理施設が同時に稼働していくわけでございま

すが、この電気料金の見込みが当初見込みよ

りも大幅にふえていることから、今回増額を

お願いしようとするものでございます。

次に、農林水産業費であります。農業振興

費の青年就農給付金３００万円の増額補正で

ございます。これにつきましては、平成２４

年度から国が打ち出しました新規就農者総合

支援事業を実施するに当たりまして、本町に

おいて、平成２１年４月に就農した２名、ぼ

ちぼち農園の２名でございます。この方が２

名とも対象になりまして、１名当たり１５０

万円の北海道青年就農給付金事業補助金の交

付決定があったために、今回間接補助という

ことで３００万円の補助金を歳入歳出ともに

計上いたすところでございます。

次に、農地費でございます。団体営土地改

良事業費の修繕料４１２万７,０００円の増

額補正でございます。これにつきましては、

昭和５１年から５２年に整備いたしました豊

栄地区営農用水施設の用水ポンプの老朽化に

よる更新でございまして、２５年間使用して

きたわけでございますけれども、このポンプ

が老朽化によって部品等もなくなり、いつ壊

れてもおかしくない状態になったということ

から更新をするものでございまして、分担割

合といたしまして、当時の分担割合１７.５

％が地元の分担金といたしまして、その残り

を町が負担するということで、今回総額では

４１２万７,０００円。後ほど歳入で御説明

いたしますが、１７.５％分を組合から分担

金としていただくものでございます。

次、林業費の積立金６万９,０００円の増

額補正でございます。これにつきましては、

７月１０日、仲町２丁目８６番地の株式会社

宮田建設様から、森林整備協定による寄附金

といたしまして６万９,０００円の御寄附を

いただきましたので、未来への森づくり基金

へ積み立てするものでございまして、年度末

における基金残高は、１,７０９万１,０００

円となる見込みでございます。

次に、教育費でございます。文化ホール整

備事業の積立金４万９,０００円の減額補正

でございます。これにつきましては、教育文

化会館建設基金廃止に伴います利子分の整理

でございます。

次に、芸術文化振興事業の積立金８１６万

３,０００円の増額補正でございますが、こ

れにつきましては、まず１点目といたしまし

て、ふるさとづくり基金に既に積んでおりま

す、この文化振興のための基金ということで

２件、５００万円がございます。これを積み

かえをしようとするものでございます。

一つには、平成２３年度に積み立てをいた

しました本田忠盛様からの御寄附分といたし

まして３００万円。平成２４年度に積み立て

をいたしました平間道昭様から御寄附をいた

だきました２００万円でございます。

それから、芸術文化鑑賞機会充実のための

寄附といたしまして、まず１点目が、７月２

日、大通北３丁目、株式会社久山商店、代表

取締役久山邦徳様から、創業１００年を迎

え、「びほーる」での文化鑑賞機会充実のた
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め役立ててほしいと１００万円の寄附をいた

だいたもの。それから、７月１０日、仙台市

にお住まいの佐久間洋子様から、「びほー

る」オープンを記念して、文化振興に役立て

てほしいと２００万円の御寄附をいただきま

したこと。３点目といたしまして、７月２４

日、日本舞踊藤間勘喜美会、会主村上悦子様

から、「びほーる」整備に伴い、文化事業の

充実に役立ててほしいと５万円の御寄附を。

８月２日、町内匿名希望者の方から、「び

ほーる」整備に伴い、文化事業の充実に役立

ててほしいと１０万円の御寄附をいただいた

こと。そして芸術文化振興基金の平成２４年

度中における利子の見込みとして１万３,０

００円を見込まして、トータルで８１６万

３,０００円を今回増額補正をしようとする

ものでございます。

それでは、歳入でございますので、議案の

１３ページにお戻り願いたいと思います。

一番上の上段でございます。豊栄地区営農

用水施設送水ポンプ等修繕事業分担金につき

ましては、先ほど農地費で御説明いたしまし

た、利用組合が負担する１７.５％相当分で

ございます。

次の段の青年就農給付金事業補助金３００

万円につきましても、歳出で御説明いたしま

したとおり、１０分の１０の補助金でありま

すとともに、トンネル補助といいますか、間

接補助ということで、歳入歳出同額の予算計

上でございます。

それから、委託金で経済センサス活動調査

委託金の増１０万７,０００円の増額でござ

いますが、これも歳出で御説明いたしました

委託金の増額配分となったものでございま

す。

次に、財産収入の教育文化会館基金利子の

減ということで４万９,０００円の減額補正

でございます。これも歳出で御説明いたしま

したとおり、文化会館基金の廃止による減額

補正でございます。

次の女満別空港ビル出資配当金６０万円の

増額でございます。これにつきましては、本

町で持っております持ち株４００株に対する

配当金でございまして、１株当たり１,５０

０円の配当があったものでございます。

次、芸術文化振興基金利子１万３,０００

円につきましては、新たな基金新設に伴いま

して、本年度中の利子として見込んだもの

で、０.３％分としての利率で１万３,０００

円を見込んだものでございます。

次、財産売払収入でございます。株式会社

美幌峠牧場振興公社出資証券清算収入という

ことで、１４０万１,０００円の増額補正で

ございます。これにつきましては、美幌町が

持っております１８０株、これは全株でござ

いますけれども、この株の清算によりまし

て、１株当たり８,０６６円の配当がありま

したことと、一部供託金として５万円がま

だ、供託している部分がございますので、そ

れを差し引きまして、今回１４０万１,００

０円を増額補正しようとするものでございま

す。

次、寄附金でございます。

まず、一般寄附金の増ということで、１０

４万円の増額でございます。これにつきまし

ては、まず６月２２日、これは歳出で御説明

いたしましたが、宮田博行様からの１００万

円と、８月１９日に仙台市にお住まいの佐久

間洋子様から、「びほーる」オープンの御祝

儀といたしまして１万円を当日いただいたも

のでございます。それから、あわせて同じ日

に、元町２１番地にお住まいの牧野紀久子様

から、同じく「びほーる」オープン御祝儀と

いたしまして１万円の御寄附をいただきまし

た。それから、８月２１日、これ先ほど歳出

で御説明いたしましたが、東１条北３丁目、

マルヤビル３０周年記念事業実行委員会から

の御寄附といたしまして、２万円の御寄附で

ございます。あわせて、１０４万円を寄附金

として増額するものでございます。

次に、ふるさと寄附金の増、４１６万円の

増額補正でございますが、これにつきまして

は、５月２４日から８月２４日にかけまし

て、ふるさと寄附金といたしまして２７件分
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をいただいた分を補正するものでございま

す。このうち、ちなみに１００万円以上の御

寄附につきましては、７月１０日の佐久間洋

子様からの２００万円、８月１０日、東京都

世田谷区にお住まいの本田忠盛様からの１０

０万円、それから８月２４日、故藤田一男様

の御遺族でございます北見市にお住まいの藤

田直枝様、英司様からいただきました１００

万円でございます。

次に、社会福祉寄附金の増３万円でござい

ます。これにつきましては、７月３０日、栄

町１丁目１４番地２にお住まいの加藤幸子様

からいただきました分でございます。

次、社会教育費寄附金の増１５５万円でご

ざいますが、これにつきましては、まず６月

１１日に日本甜菜製糖美幌製糖所から、どん

ちょうのタペストリー分といたしまして、費

用分といたしまして４０万円の御寄附をいた

だいたもの。それから、歳出で御説明いたし

ましたが、７月２日にいただきました株式会

社久山商店様からの１００万円。次に、これ

も歳出で御説明いたしました、７月２４日に

いただきました日本舞踊藤間勘喜美会様から

の５万円。それから８月２日、匿名の方から

いただきました１０万円。これについて増額

補正をしようとするものでございます。

次に、林業費寄附金でございますが、これ

も歳出で御説明いたしました、７月１０日に

いただきました株式会社宮田建設様からの森

林整備協定による寄附金としていただいた６

万９,０００円でございます。

次、１５ページをお開きいただきたいと思

います。

ふるさとづくり基金繰入金の増５２４万

５,０００円の増額でございます。これは先

ほども御説明いたしましたが、芸術文化振興

基金へ積みかえをするということで５００万

円。それから、自治基本条例制定１周年記念

事業負担金といたしまして、今回増額分の１

１万円。それから、ケンブリッジ交流事業負

担金として１３万５,０００円。これらをふ

るさとづくり基金繰入金から充てるものでご

ざいます。これによりまして、ふるさとづく

り基金の年度末残高は、８,６７２万円とな

る見込みでございます。

次に、前年度繰越金の増９８３万６,００

０円でございますが、今回の財源調整を前年

度繰越金に充てるものでございまして、これ

によりまして、補正に未計上の繰越金は４,

０１２万６,０００円となるところでござい

ます。

最後に、雑入でありますけれども、過年度

障害者自立支援給付費等国庫負担金追加交付

金と、過年度障害者自立支援給付費道費負担

金追加交付金５１２万７,０００円の増につ

きましては、いずれも平成２３年度分障害者

自立支援給付費の国庫並びに道費負担金確定

に伴います追加交付金があったことによる増

額補正でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １７ページ、総務費

の９目、南自治会の集会室のことと、続きま

して、その上の７番、会館費の電話の交換機

のところのこの２点を、ちょっと確認も含め

て質問します。

まず一つ目、会館費の修繕費と言われてい

る電話交換機についてなのですけれども、そ

の交換機そのものというのは、町民会館が

使っている各部屋にある電話機の交換機だけ

のことなのか、受話器も入れた交換なのか。

また、文化ホール、「びほーる」できてから

電話したときに、会館に、事務所にいなくて

文化ホール側に職員が行っていて、電話が通

じないときがあったものですから、それの対

応用の電話機も入れての話なのか、そこをま

ずちょっとお聞きしたいのです。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（高橋利明君） 町民会館の電話

機につきましては、使う受話器だけでなくて

電話交換、外線から入ってそれぞれの部屋に
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備えつけてあります受話器のほうに通じる電

話交換機そのもの、本体も含んだ部分でござ

います。

「びほーる」側にも、今音響調光室、舞台

下手だとか、スタッフルームのほうに電話を

つないでおりますが、そちらの部分につなぐ

部分の機種につきましても、先ほど説明しま

したように、平成元年に町民会館に設置され

た機器をそのまま使用しておりますので、今

既に、もう２３年を経過していることから、

交換機も、もう故障をしても部品がもうない

と。それと今使っている受話器につきまして

も、使える在庫がないということで、今回新

たに修繕により交換をするものでございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 十分わかりました。

それでは、次の地域集会室建設改修工事の

内容について、ちょっと一つほど確認と、一

つが質問です。

この集会施設そのものの建物が、ＲＣとい

う鉄筋コンクリート造りという形で、もとも

と機械室にボイラーがあった施設かなという

ことで、今回この改修工事の中に、ＦＦス

トーブの設置になっていると。なれば、この

機械室からのボイラーシステムをやめて、

個々の部屋に設置すると。そうなりますと、

このＦＦ式ストーブの、ストーブの上にやか

んだとか、そういうお湯をわかすものだとか

置くようなストーブとなれば、この建物その

ものの中に、美幌町でいうところの書庫に重

要書類等保管するのでないかなと。その場

合、そのストーブから出る水蒸気等が、こう

いう書庫の中に入っているものに影響が及ぶ

のでないかなと思いますので、その辺の考え

方をお聞きしたい。

それと、この集会室は、近隣の自治会の

方々といろいろな意味で協議したのでなかろ

うかなと思うのですけれども、さっき述べま

した床のタイルカーペット、これについて特

段自治会の方と話し合いが終わっているのか

どうか、まずこの２点。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） まず、１点目の

暖房機の関係でございますけれども、先ほど

説明いたしまして、松浦議員御質問のとお

り、今までの法務局はボイラー集中暖房を

とっておりましたが、今回は地域集会室とし

ては、それはなかなか好ましくないといいま

すか、効率的ではないということで、それぞ

れ個室暖房に切りかえるという改修内容でご

ざいます。

図面にもありますように、この右側に長四

角のものがありますが、これがＦＦ式ストー

ブを設置するところでございまして、書庫と

の関係につきましては、書庫とはこれ完全に

分断されておりまして、書庫自体は耐火構造

になっております。火の心配はございません

し、あと書庫につきましては、書類が入ると

いうことで、換気設備が必要ということで、

換気扇を設けるということになってございま

すので、先ほど御心配いただきましたストー

ブに、例えばやかん等を乗せて使って、その

水蒸気が云々というようなことは、解消を図

るという内容になっております。

また、タイルカーペットの部分につきまし

ては、当然これは地域集会室として使われる

自治会さんと協議をいたしまして、これが一

番いいということで協議をしたところでござ

いますので、御理解願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） このストーブが、

ちょっと私もいろいろなところを見ています

けれども、意外とこういう施設の場合、思い

もかけない水蒸気が発生すると。ストーブか

らと言うよりは、火から水が出ますので、で

すからこの施設そのものが、結構外部と遮断

されている建物になっているので、もし今倉

庫の空調機がつくよという部分が的確に確認

とれれば、それでよろしいのかなと。

ただ最後に、自治会さんの方が高齢なもの

ですから、畳の部屋も設置するのかなと思っ

たものなので、これについては特段解消と言

うより、問題がないという判断で最後よろし
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いですね。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 自治会さんとの

協議の中では、畳敷きの話もございましたけ

れども、提案といたしまして、タイルカー

ペットであれば、座布団等を、使う使わない

はいいのですけれども、そのまま直接座るこ

ともできるし、なかなか今逆にそういったも

のよりは、テーブル、いす、いすを使ったほ

うがどうしてもひざが痛いとか、足が痛い方

がいらっしゃるので、結局はそういう方が多

いということなので、タイルカーペットであ

れば両方使えるというようなことで御了承を

得たところでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

１０番宗像密琇さん。

○１０番（宗像密琇君） 二つほどお伺いし

たいと思います。

１７ページの自治基本条例１周年記念行事

のことなのですが、それともう１件は１９

ページの一番下の火災報知器の件と、この２

件お伺いします。

自治基本条例１周年記念というのは、私が

今期出てくる前からのことでありまして、よ

く存じ上げなかったのでお伺いしたいのです

が、当初からこの計画があったのか、現在基

本条例の中の議会の部分では、今ずっと議会

の中身を皆さんと協議する最中で来たもので

すから、１周年というのは、どの時点でお決

めになって、どの時点でこういうことになっ

たのか、まずお伺いしたい。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 条例制定１周年

記念でございますけれども、これにつきまし

ては、２４年度の当初予算編成前に、自治推

進委員会等も設置した中で、１周年を迎える

に当たっては、ぜひこういった記念的な事業

をやって、さらにこの条例に沿った活動を推

進していくという目的を持って、何かしらこ

ういったものをやりたいと。これがきっかけ

になりまして、さらに自治基本条例の推進が

図られるということで、今回この講演会も単

なる講演ということではなくて、今回の議会

でも話題になりましたボランティア参加、要

するに町民参加という面で、この条例非常に

大きな重みがあるところなのですが、この町

民参加を推進する上で、今大変ボランティア

活動の中で、そのボランティアの人材確保と

いう面で非常に苦慮されているというのが、

どのボランティア団体も一番の課題だと聞い

ております。

それで、今回その講演に当たっては、いろ

いろな講演はあるのですが、今回は講師とし

て障害者の方をお呼びいたしまして、この障

害者の方がボランティアの支えで今まで生き

てこられて、何とか苦難を乗り越えられたと

いうことで、これらをぜひ今後の美幌町のボ

ランティア活動に、あるいは町民参加の一つ

のきっかけにしたいということで、自治推進

委員会等でもみまして、神奈川県からお呼び

するということと、もう一つは、同じ町民参

加という面ではフォトコンテスト、要するに

写真のコンテストをやって、できるだけ町の

事業、町の地域の事業に、町民みずからが参

加をしようとするそのきっかけをつくりたい

ということで、講演会だけではなくて、そう

いうフォトコンテストもやろうということ

を、この自治推進委員会等でもんできたとこ

ろでございますので、御理解願いたいと思い

ます。

それで、冒頭説明いたしましたが、２４年

度当初予算では、直営でこの記念事業をやる

ということで、実は計上していたのですが、

その後もんでいく中で、実行委員会方式とい

うことで、今回組みかえをさせていただくと

いうのが第１点目の補正でございますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） このような大事な

ことを説明も何も今まで受けないで、水面下

で進んでいたというのは、私だけがわからな

かったのかもしれないですけれども、ただこ
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ういうタイトルが大きなタイトルであります

のでね、基本条例自体がやっぱり美幌町では

すばらしい条例でありますから、美幌町の法

律でありますから、これもやっぱり１周年を

記念して何がしかをやるということが、何が

しかという言葉にはならないのかなと思いま

すけれども、こういうことはやっぱりきちっ

と皆さんに説明して、やっぱり理解を受ける

べきかなと、そう思ったものですから質問さ

せてもらいました。

中身は今聞いたように、きちっとやっぱり

そういうぐあいに説明されたら、なるほどい

い事業をやるのだなと。これから皆さんとと

もに、また基本条例を浸透させるために進め

ていくのだなというのを、そのための予算措

置という気持ちであれば、非常にわかりやす

くて、質問することもなかったのですけれど

も、そういうことでありましたら理解いたし

ました。

それでは、１９ページのほうをお願いいた

します。

１９ページのほうの、この内容がよく理解

できなかったのですけれども、どういう状態

の火災報知器だったのか、保育園と言ったの

ですけれども、どこの保育園なのかもわかり

ませんし、どういう状態であったものが、線

がどうのこうのという話をしていたのですけ

れども、もうちょっと詳しく説明していただ

きたいと思います。１９ページの一番下で

す。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの御質

問でございますけれども、これについては、

美幌保育園、東陽保育園であります。

先ほど説明したとおり、２１年の４月１日

に消防法の施行規則が改正になって、火災通

報システム設置をしなければならないという

ことで、今まではついてなかったのです。そ

れで、今回設置をして、２３年度において設

置をして、今までであればデジタル回線だっ

たのですけれども、この火災通報システムに

ついては別な回線、アナログ回線を使用しな

ければ通用しないということで、今回補正す

るものでございますので、よろしくお願いし

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 消防法の改正に

つきましては、２１年４月１日の施行によっ

て改正されました。これに基づいて、２４年

の３月３１日までに設置しなければならない

ということで、美幌、東陽保育園については

設置してなかったので２４年３月に設置し

て、デジタル回線では火災通報システムが動

かないので、アナログ回線で使用するという

ことで、今回電話の回線の使用料を補正する

ものでございますので、御理解いただきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） 質疑なので、余り

こんなこと言ってなんでしょうけれども、２

１年に改正して、２５年までにやればいいと

いうことであったら、今ごろ出してくるのが

おかしいのであって、人命にかかわることは

さっさとやらなければならない話でないの。

何で今までやらなかったのか、ちょっと聞か

せてよ、この際だから。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 御指摘のとお

り、消防法の現地視察の中で期限が決められ

たということでございます。それで消防署と

打ち合わせする中で、２４年３月３１日まで

ということで設置しなければならないという

ことで消防署のほうから連絡があったもので

すから、今回２４年３月に設置した結果でご

ざいます。

御指摘のとおり、もう少し消防署と連絡を

とりながら早期に対応しなければならなかっ

たなと、御指摘のとおりでございます。

今後については、十分消防署と連絡をとり

ながら連携して対応してまいりたいというこ

とを考えてございますので、御理解願いたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ
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んか。

１１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君） 私の勘違いかもし

れませんが、ちょっと確認のため。

２１ページ、ごみ処分場の光熱水費なので

すけれども、これ当初から予算を組んでい

て、稼働をしたから急に足りなくなったとい

うようなとり方でいいのかな。それともまる

きり、一緒に動いていたのですけれども、１

基、２基の分と併用して３基動いたのだけれ

ども、急に電気料が足りなくなったから予算

を組んだのか、ちょっとこの辺だけ、私とり

方間違ったら困りますので、説明をお願いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの電気

料の補正についてでございますけれども、結

果から申し上げます。当初については、前年

対比ということで、過去の実績から見て１割

増で見てございました。それで、当初機械設

備等の資料に基づいて積算をしていなかった

のが実態でございます。大変申しわけござい

ません。

それで、今回算出に当たっては、第３期の

埋め立て処分場が１０月１日に供用開始する

ことに伴って、今までの試験の結果に基づい

て実際に算出してまいりました。それと１０

月１日以降の電気料の算出については、当初

機械設備等の資料に基づいて、フル稼働する

ということで今補正させていただきました。

そういうことで、当初からこの機械設備等

の資料に基づいて積算してなかったことによ

る、今回大幅な増になってございます。

今後、こんなことのないように十分対応し

てまいりたいと思いますので、御理解いただ

きたいと思います。大変申しわけございませ

んでした。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 私は、１７ページ

であります。総務費の１項５目の、先ほどの

自治基本条例制定のことに関してと、諸費の

中の一番下と１９ページの１行についてお聞

かせ願いたいと思います。

まず、１点目であります。自治基本条例制

定ということで、これ私聞き違ったら困るも

のですから、当初は報償費等で、上に２０万

円減となっていますから、そのとおりだと思

うのですが、手づくりで、職員さんという意

味合いですよ。やるような印象でいました。

それで、説明では実行委員会がなさるものだ

からという意味合いは、ちょっと私の頭の中

では、二通りに分かれているのですよ。実行

委員会やるにしても、事業の内容がボリュー

ムが多くなって、結果として１１万円オンな

のか、単に実行委員会が仕切るから１１万円

なのか、そこら辺、いま一度詳しくお教えね

がえないかなと思っています。

先ほども、講演に当たっては、そういう方

を呼んできたり、それにボランティアという

絡みでフォトコンテストもやりたいから、事

業そのものが膨らんでの１１万円オンなの

か、単に実行委員会に頼んだから１１万円と

いうふうなとらえ方すると、私自身の考え方

もちょっと変わるものですから、そこら辺お

聞かせ願いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） まず、１点目の

自治基本条例の主催者といいますか、催し方

でありますけれども、当初予算組んだとお

り、当初予算では、町が実施するということ

で、報償費は研修等協力報酬ということで、

講師の方をよそから呼ぶという費用がメーン

でございました。２０万円を見ていたわけで

すけれども、今回町ではなくて、主体はどち

らかというと自治推進委員会が母体になりま

すが、このほかにも募集いたしまして、実行

委員会に入っていただいて、さらには共催と

いう形になろうかと思いますけれども、社会

福祉協議会、あるいは包括支援センターとい

うところもこの事業に当たって参画をしてい

ただいて、そちらの費用も少し面倒を見てい

ただくと。

実行委員会になったから費用が上がったと
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いうことではなくて、講師も固まって、さら

にはフォトコンテスト、これは当初実は考え

ていなかったわけでありますが、講演会だけ

ではなくて、こういったものも住民参加の一

つの手段としてやってみようと。こういう事

業が膨らんだと、幅広くやるようになったと

いうようなことから事業費が膨らんだと。た

だ膨らんだわけではなくて、社会福祉協議会

さんからだとか、包括支援センターさんから

も一部実行委員会が支援をしていただくとい

うことで、結果的には、町の持ち出しが１１

万円ふえましたけれども、これは当初予算で

は、神奈川県のこの人を呼ぶということまで

は決まっておりませんでしたので、これは交

渉によって決まったということと、コンテス

トの分がふえたということが主な増額の要因

でありますので、御理解願いたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） １点目の延長の話

ですけれども、今のこと私なりに言えば、こ

の記念に向けて、やる内容が固まった上で、

その実行するために金額が上がったというふ

うに解釈させていただきたい。単に自分たち

が、もともと行政側でやるものが、実行委員

会で、ほかのほうの経費でとられたというの

でなくて、内容における変更のために上がっ

たというふうに解釈しておきます。

そしてまた、その１項目で、ただ一つだ

け、最初に聞くべきだったのですが、今回第

１周年といううたい文句であります。例え

ば、ちょっと例えが悪いのですけれども、憲

法記念日みたく、これは日ですよ。毎年、な

んというのでしょうか、お祝い事というの

か、やるのか、たまたま今回なのかとか、そ

こら辺、どういう意味内容なのか。と申しま

すのは、私は基本条例そのものが発布されて

よかったなというふうに思っていますが、ま

だ成熟し切っていないものだと認識している

ものですから、でき上がったという、お祝い

という意味の１年はわかるのですが、これが

毎年のごとくお考えなのか、今回は本当に記

念すべき１年目だからやりたいという趣旨な

のか、もしそこら辺、答えられるものであれ

ば答えていただきたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 自治基本条例が

できてから１周年、この１周年には、やはり

今おっしゃったとおり、まだまだ成熟してい

ないというのもありますし、まだまだ住民の

方も内容がよく知られていないということも

あろうかと思います。そこで、１年を過ぎ

て、やはりそこをもっともっとやっぱり知っ

ていただくという意味からも、この１周年記

念事業というのは意味があるのかなと。

そして、かつ参加という意味で、一番大事

な部分なのですが、町民参加というものをど

うやったら理解してもらえるかなという一つ

の手段としては、やはりこの１周年記念とい

うことと、その中身で何とか住民の参加に対

する理解を深めていただけるのかなと。

これを毎年ということは、今のところ事務

局としては考えておりません。これが例えば

１０年、２０年というのはあるかもしれませ

んが、今後どういった間隔でやっていくかと

いうことは、また自治推進委員会の中で議論

を深めてまいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 御指名ですので、お

答えをさせていただきたいと思いますけれど

も、今担当のほうでは、１回、１周年という

ことでありますけれども、この自治基本条例

は、町の最高規範と、憲法と言われるもの

で、かつ守り育てていくということですか

ら、でき得れば、担当はちょっと消極的な発

言しておりましたけれども、できれば、１年

がいいのか、半年がいいのかわかりませんけ

れども、常に振り返った形で、この条例をや

はり最高規範として位置づけているというこ

とで、やはり育てるという意味で、常日ごろ

から意識できるようなそういった周期に、何

とかいろいろな取り組みをしていきたいな

と、そういう思いでおります。
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また、１年ごとにやるかどうかは、また内

部で相談して、また議会の皆さんにも御相談

させていただきたいと、そのように思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） １件目の３回目で

す。

ただ一つだけ、手元にデータがあればお示

ししていただきたいのですが、基本条例とい

うのは、各地でだんだんだんだん持たれてい

る、市町村も含めて多くなっていますが、実

例として、１周年記念を実行された実例があ

れば、後でもいいですから、ちょっと文字に

して見せていただけないかという要望をし

て、この１件目の三つはやめておきます。

次、２件目の１回目であります。１７ペー

ジの下と１９ページのことに関係して、１７

ページの一番下に書かれているのは、報償費

ということで、聞き方によっては、出すほう

ですから報償費でいいと思うのですけれど

も、２名分の旅費、観光協会か商工会は

ちょっと忘れましたが、物産協会ですか、の

旅費というふうに私はお聞きしました。１９

ページは、行政側の役場職員さんの旅費と言

いました。この金額の違い、同じ２名で違

い。もちろん職員さんの場合、旅費規程の中

で決められていると思ってはいますが、そこ

ら辺の積算の違いが、もちろんわかってやっ

ていると思いますので、お教え願いたいとい

うことと、そしてこの山元町ですか、美幌町

にブースを出してくれ、まことにうれしい話

であります。

そこで、実際このブースに何を持っていく

のかということを、もし今の段階で知ってい

るものがあれば、もちろん美幌町がお願いさ

れて行くのですから、美幌をある意味で御紹

介してくるというのですか、物を持っていく

べきだろうと思っていますので、そういう観

点も含めて、二つ目としてお聞かせ願いた

い。

それから、三つ目であります。私はこの旅

費、実は特別職の何か出てないかなと思った

のですよ。復興支援で今まで美幌町数多く、

例えば職員が自主的に行かれた部分もありま

すし、消防職員も送っている事実はありま

す。これは美幌町と言ってはいけませんね。

消防の場合、広域ですから。ここでやっぱり

少なくてもですよ、やはりここに美幌町あ

り、しっかり支援に協力しているのだと言う

のだったら、少なくとも副町長あたりが美幌

を代表して行く、もしくは町長が時間があれ

ば、復興に向けて美幌町、遠くの地から応援

しているのだ、このぐらいのものがあって、

僕はしかるべきだと思うもので、これは副町

長、町長、思いがあったら、職員、御免なさ

い、これだけは答えられないと思いますの

で、三つ目としてお聞かせ願いたいと存じま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員おっしゃるとお

り、これは多分この管内でも職員派遣、新聞

報道なんか見ると、３カ月交代だとかという

ことで、１年というのは、多分この管内では

うちの町だけだと思います。そういった意味

で、震災起きたときから息の長い支援をした

いという思いをずっとこの場でもお話しさせ

ていただきました。それで、職員１人行って

おります。そして、また今報償費組んだり、

あるいは職員の分見てます。ぜひ私も行きた

いと、そんなふうに思っております。

ただ、補正にかかわらず、現予算の範囲の

中で、副町長でなく、町長ができれば行きた

い、そのように思っておりますので、これは

震災を受けた地域の方々、やはり私どもの職

員も行っているということを含めまして、で

きれば私が日程調整の上行きたいという思い

あります。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（高橋利明君） まず、報償費の

ほうの金額と旅費の違いでございますけれど

も、報償費につきましては、まず実際行われ

る山元町でございますけれども、実際被災を
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しておりまして、宿泊場所が実際町の中にも

ないということで聞いております。近隣の市

町村のところで宿泊をしてくださいというこ

とで聞いておりまして、まず観光物産の報償

費につきましては、実は仙台までのパック料

金が千歳経由でありますので、そちらのほう

の金額を使って積算させていただいておりま

す。

職員につきましては、当時仙台から山元町

に行くには、まだ時間がかかるものですか

ら、なるべく今派遣している職員のそばとい

うことで、山元町の隣の角田市までは、職員

はその日のうちに入って、次の日の朝すぐ準

備ができるような形で行けるように組んでお

りますので、パック料金でなくて航空券の割

引料金を使っておりますので、若干その差で

金額に差が生じております。

何を持っていくかという部分でございます

けれども、今観光物産協会のほうとちょっと

協議しておりますのは、「もちもちじゃがま

ん」というか、ちょっと温かいものをまず、

予定されているのが１１月の末なものですか

ら、そういうものを販売したいということ

と、あと美幌ＪＡさんの協力をいただきまし

て、芋、タマネギ等提供していただけるとい

うことで、こちらのほうを持っていきまし

て、向こうのほうで販売いたしまして、山元

町の意向もありまして、売上金につきまして

は、すべて山元町のほうに御寄贈していきた

いというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） ２回目でありま

す、の２点目。

できたら、ちょっと失礼な言い方にとらわ

れたら困るのですが、やはり美幌の物産とし

て持っていくからには、その場だけではなく

て、後々もしかしたら経済効果、お互いにつ

ながるようなもの、そして美幌町だからある

もの。というのは、今おっしゃった温かいと

いう意味合いの中でも、もちろん考えてい

らっしゃるとは思いますが、ぜひそこら辺も

十分吟味されてやっていただきたいな。半分

要望みたいな話ですけれども。

次、３点目でありますけれども、町長よく

ぞ言ってくださいました。ありがとうござい

ます。ただ、今回山元町ばかりでなくて、町

長みずから立派なことをやられました。職員

１名、１年かけて行ってらっしゃる。できた

ら、その方にも元気かと声をかける場面をぜ

ひつくっていただきたい。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） もちろん、職員も大

変な思いしていると思います。こちらから派

遣した職員。それ以上に、やはり多くの職員

を失って、半分ぐらい多分震災でとうとい命

を失ったということで、全国から５０名から

６０名来ているということでありますから、

余り出しゃばっていくのも、ほかの地域から

来ている職員の皆さんのこともありますか

ら、ただ我々の思いは、しっかりと職員にも

伝えたいし、山元町の皆さんにもお伝えをし

たいと思っております。

それで、持っていく物産で、経済交流のこ

とも将来的にどうかというお話ですけれど

も、今回は元気づけるという意味で我々に要

請あったので、経済的なことは、今回は

ちょっと横に置いておいて、元気づけると、

そういうイベントを１年半たってできるのだ

と、それに我々も協力して元気づけようとい

う思いでありますので、経済交流について

は、またもうちょっと後の検討でもいいのか

なと思っていますので、元気づけに行ってま

いりたいと、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第４９号平成２４年度美幌

町一般会計補正予算（第６号）についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。
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本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第６ 議案第５０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 議案第５

０号平成２４年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ２５ページをお

開き願います。

議案第５０号平成２４年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。

平成２４年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によるものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４,６６４万９,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ２９億３,８５３万２,０００

円とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

３４、３５ページをお開き願いたいと思い

ます。（「省略」という声あり）

以上御説明申し上げましたので、よろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５０号平成２４年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第７ 議案第５１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 議案第５

１号平成２４年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の３９ペー

ジをお開き願いたいと思います。

議案第５１号平成２４年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。

平成２４年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところによ

るものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ５７２万２,０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ１４億５,６４２万５,０００円

とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。（発言する者あり）

それでは、歳入歳出について全体のことで

御説明申し上げます。

平成２３年度の補助金の確定に伴う精算還

付金及び追加交付により基金に積み立てする

ものでございます。

なお、平成２４年度の基金残高について

は、１億１,２１４万２,０００円の見込みで

ございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから質疑を行い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま
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す。

これから、議案第５１号平成２４年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎散会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本日の日程

は全部終了いたしました。

これで、本日は、散会します。

午後 ３時５３分 散会
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